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歴史から見たラテンアメリカのかたち―その８： 

 冷戦下の西半球と「キューバ革命」 

渡邉利夫 

 

【要旨】 この論稿では冷戦が始まる戦後の西半球を国際関係から俯瞰的に説明する。前

稿で説明した 20 世紀前半の米帝主義の続きである。この時代のラテンアメリカを理解する

には冷戦からの視点が大切である。そこで冷戦の展開、就中米国が西半球で覇権主義的な集

団安全保障体制、「米州機構 OAS」の設立、次いで共産主義の浸透を懸念して始めた CIA に

よるグアテマラ干渉、「キューバ革命」を説明する中で、これまで余り触れて来なかったこ

れらの国の国内事情を述べるとともに、西半球情勢を概観する。 

これらの事件の中でも「キューバ革命」が最もマグニチュードが大きく、西半球全体に影

響を及ぼし、自国で民主化、社会改革のための有力な処方箋になると思われたことから若者

に希望の火をつけた。そこでこの地域で勃発した彼らの左翼主義活動を説明し、それに危機

感を抱いたケネディの反左翼対策である「進歩のための同盟」を詳述する。米国はラテンア

メリカに援助する条件として民主的政府の樹立と社会改革を求めたが、必ずしも期待した

ように進まず、次の稿で述べる軍事政権の誕生につながった。 

 

キーワード : 冷戦、「米州機構」、米 CIA のグアテマラ干渉、「キューバ革命」、「進歩のた

めの同盟」。 
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はじめに 

 

19 世紀末から帝国主義の道を辿り始めた

米国であるが、戦後になると自他ともに認

める超大国になり、ソ連との冷戦が始まっ

た。西半球のその後の政治も冷戦を軸に展

開する。1989 年にベルリンの壁が崩壊し冷

戦が終焉するまでのラテンアメリカ情勢を

語る時、この冷戦という軸を考慮せずして

は語れない。それは域内情勢が展開する軸

であったばかりでなく、各国の政治・外交を

動かす軸でもあった。今日から振り返って

もイデオロギー過剰の時代であった。もっ

ともこの地域の冷戦は、米ソのミサイル危

機を例外に、両国の直接的な角のつつき合

いというよりも、米国と域内左翼勢力との

対立という形をとった。 

左翼勢力の挑戦を受けて米国がとった政

策は、「善隣外交」以来の域内の協力ムード

に乗じて、覇権主義的な集団安全保障体制、

すなわち常設かつ包括的な地域機構を構築

することであった。これに対しラテンアメ

リカ諸国は、この地域機構の設立に同意し

ながらも、いかにして米国からの干渉を退

け自らの主権を守るかに腐心する。こうし

て戦後の米国とラテンアメリカ諸国の微妙

な関係が始まる。 

この論稿は、冷戦構造ができる戦後の西

半球情勢がテーマで、米国がどのようにし

て集団安全保障体制を構築したか、左翼主

義勢力の動きを懸念して行ったグアテマラ

干渉、付論で同時期に起った「ボリビア革

命」、「キューバ革命」が社会主義に向かう中

で米国とキューバとの抗争を取り上げる。

次いで「キューバ革命」の影響で、各国で跳

梁した左翼ゲリラ活動について語る。これ

に対しケネディが左翼対策として進めた

「進歩のための同盟」について触れる。しか

しこの米国の政策も各国の積年の宿痾であ

る民主的政府の樹立と社会改革を実現する

まで至らず、左翼の跳梁から軍事政権が誕

生する有力な原因になる。前稿に続き、ここ

でも西半球の国際関係が中心であるが、国

際情勢に翻弄される各国の国内情勢を語る

ことも忘れないでいたい。 

 

1. 冷戦が始まる戦後の世界 

 

[米ソが世界の覇権国に] 米国は 19 世

紀末の「米西戦争」をきっかけに孤立主義を

脱し国際主義に舵を切った。それは米国が

20 世紀を「パクス・アメリカーナ(アメリカ

の世紀)」にする道であった。米国の外交は

第二次世界大戦によって世紀転換期に匹敵

するような転換をした。米国人の外交に対

する認識と世界政治との関わり方は根本的

に変わり、独立以来の孤立主義は完全に過

去のものになった。ルーズヴェルトは、1941

年 8 月に英国のチャーチルと戦後の国際秩

序観をまとめた「大西洋憲章」を発表し、国

際秩序の構築に中心的な役割を果たすこと

を鮮明した。 

 世界大戦中、本土が戦禍を受けなかった

ことから経済力を飛躍的に発展させた米国

は、戦局が好転し始めた 1943 年頃から戦後

の国際秩序づくりに乗り出した。まず経済、

続いて政治秩序の構築に取り掛かった。経

済秩序の青写真は、1944 年 7 月に連合国代

表が集まった「ブレトン・ウッズ会議」で、

英・米から出された共同提案をベースに自

由・無差別・多角主義のリベラルな国際経

済・金融秩序を目指す「国際通貨基金」と
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「国際復興開発銀行(世界銀行)」を設立す

ることを決めた。それは各国の通貨が金・ド

ルで表示されるアメリカ中心の経済体制、

アメリカン・グローバリズムであった。また

1947 年には多角的貿易自由化を進めるた

めに「関税と貿易に関する一般協定」が 23

ヶ国の間で締結された。平和と安全保障の

政治秩序の構築については、1944 年 8 月か

ら 10 月までワシントン郊外のダンバート

ン・オークスに集まった米・英・中・ソの 4

ヶ国が、大国の拒否権を認める「安全保障理

事会」と全ての加盟国が平等の権利を持つ

総会からなる「国際連合」の枠組み作りに合

意した。そして 1945 年 4 月から 6 月にか

けて連合国の代表を集めた「サンフランシ

スコ会議」で「国際連合憲章」を採択した。 

[始まる米ソの冷戦] ところが枢軸国

と戦うことで保たれていた米・英・ソの大同

盟は⾧く続かなかった。米・英の両国とソ連

間の齟齬は、1944 年夏から秋にかけてソ連

の東欧への進軍が進むと、1945 年前半には

顕在化した。また 1942 年 8 月から米国が

秘密裏に進めた大量破壊的兵器、原子爆弾

の開発とそれを戦後の軍事的優位の保持に

利用しようとする意図は(紀平 1996 p.185)

ソ連の不信感を増幅させた。戦争の終結が

見通せるようになり、米国が平和と繁栄を

世界レベルで構築しようと自由主義、安全

保障の観念・イデオロギーを明らかにする

と、ソ連との亀裂が一層大きくなった。 

 1945 年 2 月の米ソの「ヤルタ会談」の頃

より両国は、(ベルリンを含む)ドイツの占

 
1チャーチルは、演説でバルト海のステッティンからアドリア海のトリエステまでのヨーロッパ大陸に鉄

のカーテンが降ろされたと述べ、東欧がソ連の「警察国家」の支配下に入ったとしてソ連の東欧支配を非

難し、冷戦への警鐘を鳴らした。 

領政策、ポーランドや東欧の戦後処理、ドイ

ツの賠償問題を巡ってギクシャクした。そ

れが 1945 年末からは対立となり、国連の場

にも持ち込まれた。首相を退いていたチャ

ーチルが、1946 年 3 月にハリー・S・トル

ーマン大統領(任 1945-53)の地元のミズリ

ー州フルトンの大学で、両陣営の間には「鉄

のカーテン」が引かれていると公に発言す

るまでになった1。  

  [米国の反共「封じ込め」政策] そのよ

うな時の 1946 年 2 月にモスクワに駐在し

ていたソ連の専門家ジョージ・ケナン米代

理大使は、「ソ連の行動の背景には根強い西

側への不信感が存在し、またクレムリンの

指導者たちは、自分たちの権力を維持する

ためにも国民の間にこういった不信感を煽

る」ので、力の論理に敏感なソ連に対して

「アメリカがとりうる最善の道は、忍耐強

くソ連と共産主義の力に抵抗することであ

る」と本国に打電した(西崎 2009)。そして

この提言は「封じ込め」政策として米国民に

広く受け入れられた。 

 1946 年になると、米国の関心はもはや失

ったのも同然の東欧よりも西側諸国、特に

バルカンに移っていく。1947 年 2 月にダー

ダネルス海峡の通行権を巡ってソ連の圧力

を受けたトルコや左翼勢力の圧力によって

内戦状態にあったギリシャに対する支援を

英国から要請されると、トルーマンは、翌 3

月に合同議会で、米国が「全体主義の挑戦に

直面したとき、どんな態度をとるか世界に

知らせ」、「議会がただちに行動をとるよう
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勧告した」(トルーマン 1992 p.88)。これが

所謂「トルーマン・ドクトリン」と呼ばれる

もので、ケナンの唱えた「封じ込め」政策を

具体化する宣言であった。そして米国とソ

連の対準として定着することになる。 

[冷戦の構造化] 1947 年 6 月にはジョ

ージ・C・マーシャル国務⾧官が、ハーヴァ

ード大立の図式は冷戦期のアメリカ外交の

行動基学の卒業式の演説で、ドイツを含め

ドル不足に悩む全欧州諸国が復興するため

の治療薬として、「マーシャル・プラン」と

呼ばれる欧州復興計画を発表した。「トルー

マン・ドクトリン」が政治的に世界を二分す

るものであったとするならば、これは経済

的に二つの世界を作るものであった。これ

に対しソ連と東欧は 7 月にこの復興計画へ

の参加を拒否し、1949 年 1 月に「経済相互

援助会議」を設立した。 

こうして東欧諸国が共産圏になり、1948

年頃までには両陣営の亀裂が決定的に深ま

り、冷戦は構造化した。1948 年 6 月に米議

会は「国連憲章」を援用して各国との間で集

団安全保障条約を結ぶ「ヴァンデンバーグ

決議」2を採択した。米国は既に 1947 年 9

月にラテンアメリカ諸国との間で「全米相

互援助条約」を締結しており、この決議を土

 
2「ヴァンデンバーグ決議」とは、1948 年 6 月に上院外交委員会委員⾧アーサー・H・ヴァンデンバーグ

が提案し採択された決議第 239 号のことで、米国が「国連憲章」第 51 条に基づき地域的集団安全保障体

制の樹立に積極的に努力し、それを基礎として、自由諸国に相互援助を条件としてアメリカの援助を与え

ることを大統領に助言するという内容であった。1778 年の米仏条約以来防衛同盟を忌避してきた米国

が、冷戦期を通じて数多くの同盟条約を締結する土台となった。 
3「国家安全保障会議」は、トルーマン政権下の 1947 年 7 月に「国家安全保障法」にもとづいて設立され

た機構で、その任務は「国家安全保障に関する国内、外交、軍事政策を統合することに関し大統領に助言」

することである。構成メンバーは大統領、副大統領、国務・国防⾧官である。大統領は必要に応じ関係閣僚

や補佐官を出席させることができる。 

 

台に 1949 年 4 月に「北大西洋条約 NATO」

を締結し、9 月に「北大西洋条約機構」を設

立した。他方ソ連は 1955 年 5 月に「ワルシ

ャワ条約機構」を結成し、西側に対抗した。 

こうしてヨーロッパの真ん中を南北に分

断する「鉄のカーテン」が決定的なものとな

り、戦後の冷戦構造が出来上がる。トルーマ

ンは国務・国防両省に包括的な軍事・外交政

策の策定を命じ、それが 1950 年 4 月の「国

家安全保障会議3文書 NSC-68」である。こ

の文書は経済的・政治的手段より軍事的手

段に力点を置いており、冷戦の軍事化と安

全保障体制優先の論理を促す決定であった

(秋元・菅 2003 p.187)。冷戦は「アメリカ

のリベラルな資本主義体制とソ連の社会主

義体制、米ソの理念、価値をめぐる争い」で 

(佐々木 2011 p.4)、この米ソの覇権争いは

グローバル化した。そして 1989 年の東欧革

命と翌年のドイツの統一、ゴルバチョフ共

産党書記⾧によるソ連体制の改革まで戦後

約 40 年の⾧きにわたって続いた。 

 

2. 西半球の集団安全保障体制 

 

冷戦が始まる頃の米国のラテンアメリカ 

政策 
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冷戦の誕生を俯瞰したところで、ここか

らは戦後西半球で冷戦構造ができた話をす

る。 

第二次世界大戦が終わると、米国の最大

の外交課題はいかにソ連との冷戦に勝利す

るかになった。その時の西半球に目を転ず

れば、米国とラテンアメリカ諸国との間の

国力の差は歴然としていた。戦前に南米の

雄藩であったブラジル、アルゼンチンなど

も米国の後塵を拝していた。また戦前は経

済上関係の深かったヨーロッパも戦禍にあ

えいでおり、米国にとってもはやではなか

った。そうした中で米国としてはソ連の脅

威からラテンアメリカ諸国を「自由主義陣

営」に取り込もうとした。米国にすれば、ラ

テンアメリカは国際政治の一つの駒に過ぎ

なかった。こうして西半球でも冷戦が始ま

る。 

もっとも「国家安全保障会議」のラテンア

メリカに関する最初の文書『NSC16』でも

述べているように 1948 年頃までトルーマ

ンは、共産主義の脅威は差し迫ったもので

はなく潜在的なものと考えていた(Rabe 

1988 p.15)。というのも米国はヨーロッパや

日本の復興、中国の共産主義政権の誕生

(1949 年)、朝鮮戦争(1950 年)など喫緊の課

題の対応に追われていたからである。 

[「戦争と平和の諸問題に関する米州会

議」] 冷戦が始まる中で、米国が西半球を

舞台に冷戦をどのように戦おうとしたのか

を語りたい。それは米国が米州を自国の勢

力圏と見なして域外からの干渉を排除する

 
4 ハバナ宣言では、「米州の一国の領土の保全、領土の不可侵または主権もしくは政治的独立に対してな

されるいかなる非米州国 un Estado no americano の試みも、全ての米州国に対してなされる侵略行為と見

なされる」と規定した。 

ために集団安全保障体制を構築することで

あった。この問題が、国連の設立が決まる

「サンフランシスコ会議」を前にして、1945

年 2 月から 3 月にかけてメキシコ市のチャ

プルテペック城で開催された「戦争と平和

の諸問題に関する米州会議」で話し合われ

た。 

この会議で、戦後の米州地域の平和と安

全の維持の問題が協議され、米州諸国間の

安全保障体制の構築を謳う「チャプルテペ

ック議定書」と通称される決議 VIII「米州

の相互援助と連帯」が採択された。この議定

書は、第 I 部第 3 項で「米州のいずれかの

一国 un Estado americano の領土の保全も

しくは領土の不可侵、または主権もしくは

政治的な独立に対してなされるいかなる国

un Estado の攻撃も本議定書第 III 部に則っ

て議定書に署名する他のすべての国 los 

demás Estados に対する侵略行為とみなさ

れる」と規定した。これは集団安全保障の概

念である。もっとも侵略行為の主体は明確

にされておらず、米州という地域に対する

域外国からの脅威だけに限定していないこ

とから(ちなみに 1940 年 7 月のハバナ第二

回「外相会議」では枢軸国などの域外国から

の攻撃に限定4)、域内国間同士の紛争をも

対象範囲にしていると解釈できる。こうし

て各国は域内外からの有り得る侵略に対し

連帯の精神で集団的行動によって米州の平

和及び安全を維持するという集団安全保障
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体制5の構築に合意した。 

[集団的自衛権という新たな概念] な

おその時にダンバートン・オークス 4 ヶ国

共同案(1944 年 10 月)の条文にある国際機

構(すなわち後の国連のこと)とこの地域的

集団安全保障との整合性をいかにするかが

議論になり、ラテンアメリカ諸国は地域機

構設立の条項を「国連憲章」に組み込むこと

を強く主張した。その結果米国は、1945 年

6 月に「サンフランシスコ会議」で採択され

た「国連憲章」の中で「個別的または集団的

自衛の固有の権利」という自衛権の概念を

認め、第 8 章の「地域的取極又は地域的機

関の存在」で規定した(紀平 1996 p.137)。 

それは個別的自衛権と並んで加盟国の固

有の権利として、「安全保障理事会が国際の

平和及び安全の維持に必要な措置をとるま

での間」、「地域的紛争を安全保障理事会に

付託する前に」地域機関によって紛争を平

和的に解決する地域的取極、集団的自衛権

というあらたな考え方である。 

[ラテンアメリカが求める米国の経済援

助] 他方ラテンアメリカ諸国は米国ほど

共産主義に対する脅威を感じていなかった。

その関心は経済的ナショナリズムであり、

第二次世界大戦を戦うために固定価格で自

分達の資源を提供し勝利に貢献した見返り

に、米国からヨーロッパに「マーシャル・プ

ラン」で行ったような経済援助、外国投資、

 
5 ちなみに一般的・普遍的な集団安全保障体制(国連のこと)は、「いかなる国家も現状を変更するために

あえて武力に訴えるなどということがないように、他の諸国家が圧倒的強さを備えて現状を防衛しそれに

よって戦争を不可能にする」のが目的である(モーゲンソー 1986 p.437) 
6 1949 年 1 月にトルーマンは、一般教書の第四番目のポイントとして、発展途上地域の経済改善が必要

であるとして、議会に①技術援助のための実施管理機関を設立すること、②民間対外投資促進のために輸

出入銀行に投資補償の権限を付与すること、③初年度経費として 4500 万ドルを計上することなどを要請

した。これが「ポイント・フォー計画」である。 

輸出価格を維持するための商品協定を作る

ことなどであった(Rabe 1988 pp.15-16)。し

かしソ連が外交関係を持っていたのはアル

ゼンチン、メキシコ、ウルグアイのみで、そ

の上その貿易額も微々たるものであったこ

と、つまり西半球が冷戦のフロント・ライン

でなかったことから、トルーマンはその援

助要請に応じようとしなかった。米国は援

助や商品協定の問題が争点化することに消

極的で(竹村 1999)、経済発展のためには、

ラテンアメリカ諸国が進めている国家主導

型経済政策ではなく、投資環境を整え民間

資本を呼び込むことが重要であるとして、

輸銀融資の増額や科学的成果と技術進歩の

恩恵を供与する技術協力プログラムの「ポ

イント・フォー計画」6で応じただけであっ

た。 

 

「全米相互援助条約」 

[「大陸の平和と安全保障を維持するた

めの米州会議」] トルーマンは「チャプル

テペック会議」で決まった米州の集団安全

保障体制を構築するために、1947 年 8 月か

らブラジルのリオで「大陸の平和と安全保

障を維持するための米州会議」の開催を呼

びかけた。そこで米州諸国は「全米相互援助

条約(通称リオ条約)」を締結することに合

意した。初の冷戦条約である。もっともその

頃の米国は、まだ米州域外国の侵略、すなわ
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ちソ連が西半球にまで軍事干渉をしてくる

とは想定せず、域外の勢力がラテンアメリ

カの国内勢力と結びつき米国の脅威となる

ことを懸念した。 

 [「全米相互援助条約」の内容] それで

はこの「リオ条約」とはどのようなものであ

ったかみてみたい。第三条は、「地域内また

はアメリカの一国の領土内で行われるいか

なる武力攻撃 en todos los casos un ataque 

armado にも適用される」と謳った。読者は、

「チャプルテペック議定書」から「リオ条

約」に至るまでに、米州諸国の目指すものが

域内・外国からの干渉のみならず、国内の騒

擾事件など平和を危うくする事態に対して

も必要な措置を協議することを含む集団安

全保障の法的枠組みに変ったことに気付か

れたであろうか。つまり米国は、「リオ条約」

で“いかなる武力攻撃”と謳うことによって、

脅威の対象の範囲を拡大し7、「チャプルテ

ペック議定書」で域内・外の脅威に対する共

同防衛のみならず、“ラテンアメリカ国内”

の平和と安全を保つためならば干渉できる

手がかりを作ったことになる。 

こうして米国は西半球で安全保障体制を

構築するが、それはその頃冷戦がグローバ

ル化していたからである。実際ヨーロッパ

では「リオ条約」を締結後の 1948 年 2 月に

チェコで共産党政権が成立し、6 月にベル

リン封鎖事件が発生し、翌年 4 月に「北大

 
7 武力攻撃の事態の定義はあいまいであった。例えばカストロが社会主義を宣言していたキューバ問題を

協議する「第八回米州外相会議」が 1962 年 1 月に招集された際、米国は召集を審議する理事会で (キュ

ーバ問題は)「明らかに、米州の平和を、危うくする虞があるだけでなくリオ条約第 6 条に規定された如

く現実に危うくする事態である」と広義に解釈した(中村 2009 p.204)。 
8 原加盟国は、当初調印した米国とラテンアメリカの 20 ヶ国であった(現在の加盟国は米州の 35 ヶ国、

常任オブザーバーは 73 年に加盟した日本、EU などを含む 70 ヶ国)。除名規定はなく、1962 年にキュー

バが「米州機構」の活動から除外されたが、加盟国としての地位は維持した。なお 2009 年復帰が認めら

西洋条約」が締結された。アジアでは 10 月

に中国人民共和国が誕生した。こうした状

況に 1950 年 5 月にトルーマンは「米州軍

事協力に対する米国の政策(NSC56/2)」を

承認し、ラテンアメリカに対する軍事援助

予算を認可した(Rabe 1988 p.22)。 

ちなみにこの「リオ条約」は、「国連憲章」

第 51 条によって認められた個別的または

集団的自衛の権利を根拠にした、その後の

地域的集団安全保障条約のモデルになるも

のであった。こうして「国連憲章」で謳われ

た集団的自衛権が地域的集団安全保障にな

った。もっとも戦時に限定された同盟協約

やあらかじめ敵(国)の存在を想定した軍事

防衛同盟ではない。 

 

「米州機構」 

[「米州機構」の概要] 「リオ条約」が

締結された後西半球の各国は、集団安全保

障の問題ばかりでなく、地域の広範な政治

的・経済的・社会的・文化的問題を協議し協

力を促進する機構として 1948 年 3 月から 5

月までボゴタで開催された「第九回米州諸

国会議」で「米州機構 OAS」を設立した。 

この「米州機構」は、米州諸国の協力のた

めの包括的かつ常設の国際機構であり、「国

連憲章」第 51 条に基づいて設立された地域

的機関である8。その目的は、①西半球の平

和と安全の強化、②紛争の平和的解決、③侵
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略に対する共同行動、④加盟国間の政治的、

法的、経済的問題の解決、⑤経済的、社会的

および文化的発展に向けた協力などで非常

に幅が広い。「米州機構憲章」(通称ボゴタ憲

章)が根拠となっており、「全米州相互援助

条約」の執行機関という位置づけである。 

中村道は、その特徴について「他の地域的

機関又は地域的取極にあっては専ら又は主

として防衛同盟といった対外的側面および

軍事的性格が強調されているのに反して、

米州機構は、米州諸国の安全保障としての

機能をかなり維持しているとともに米州諸

国間の紛争の平和的解決のためのメカニズ

ムを整備している」と述べている(中村 

2009 pp.151-152)。 

  [「米州機構」の安全保障上の役割] 米

国は、この地域をソ連の脅威から守る防波

堤として「米州機構」を作った。機構という

たがを使って冷戦を戦い、米州諸国と一枚

岩でソ連にあたろうとした。優れて冷戦が

生み出した時代の産物であった。もっとも

ラテンアメリカ諸国の反対が強く、各国の

賛同が得られないと見るや、ラテンアメリ

カ諸国に対するユニラテラルな軍事干渉を

行うことも辞さなかった。また軍事干渉を

する合法性を与えるために「米州機構」を利

用したこともある。それは後に述べる米

CIA によるグアテマラ、キューバに対する

干渉をみればわかる。 

ラテンアメリカ側が設立に同意したのは、

この機構が米国の政治的・軍事的干渉の隠

れ蓑になることを懸念しつつも、西半球が

ヨーロッパ文化圏、価値観を共有する自由

主義陣営に属し、冷戦下にあって米国以外

 
れたが、キューバ側は参加を辞退した。 

に安全保障上頼りにできる国がなかったと

いう事情がある。またラテンアメリカ諸国

が一致して米国に当たれば、米国の干渉を

排除できるとの計算もあったであろうし、

何よりも米国と友好関係を保つことによっ

て援助を引き出せるのではないかとの期待

があった。それでもラテンアメリカ諸国と

米国との間には圧倒的な国力の格差があり、

未だ米国に「モンロー主義」的意識が強く残

っていた中で「米州機構」が設立されたこと

によって、自分達の運命が米国の意図する

方向にもっていかれるのではないかとの危

惧は残った。 

 

3. 米国のグアテマラ干渉 

 

アイゼンハワーのラテンアメリカ政策 

ドワイト・アイゼンハワー政権(1953-61)

の時代には冷戦が常態化し、冷戦思考が米

外交で支配的になった。米国はソ連との対

決姿勢を強め、マルクス・レーニン主義勢力

が途上国のナショナリズムに乗じて米州に

まで浸透してくることを懸念した。ジョン・

F・ダレス国務⾧官も、就任前の上院外交委

員会のヒアリングで、多くのラテンアメリ

カの国でよく組織された共産主義の運動が

勃興していると述べた(Rabe 1988 p.29)。 

アイゼンハワーは、ラテンアメリカ諸国

は経済発展のために民間資本を必要として

おり、そのためには投資ができる安定した

環境が必要であり、ユニラテラルな干渉は

避けなければならないが、要すれば「米州機

構」に反してでもユニラテラルな干渉が必

要であると謳う方針を『国家安全保障会議
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NSC 144/1(1953 年 3 月)』にまとめた 

(Gleijeses 1991 p.268)。 

これに対しラテンアメリカの方では、「米

州機構」内でマルクス・レーニン主義および

社会主義勢力に対する脅威の議論に応ずる

ことはあっても、米国が言うほど国際共産

主義の脅威に対する緊迫性、域外から侵略

の脅威を感じていなかった。この頃に「米州

機構」で採択された決議は、国際共産主義の

代理機関による破壊活動を防止するために、

共産主義勢力に対する一般的な態度、政策

の表明又は国内的措置およびそのための国

際協力の勧告に止まった(中村 2009 p.160)。 

 

米 CIA のグアテマラ干渉 

このような状況下で、アイゼンハワーは

グアテマラで CIA を使った干渉事件を起こ

した。これからそれを説明しようと思うが、

簡単に言えばこの事件は、グアテマラで改

革派のアルベンス政権が誕生し、米国がそ

れをソ連が米国の裏庭で橋頭保を確保しよ

うとしているのではいかと大仰に考え、

CIA を使って干渉を行い、政権を倒した事

件である。ラテンアメリカ諸国が米国の進

める反共政策に協力してくれることを期待

しながらも、「米州機構」で同調を得られな

かったことも背景にあった。そしてこの問

題は機構で共産主義の浸透が初めて取り上

げられたケースであった。 

同じ時期に米国が民族主義革命を行った

ボリビアのパス・エステンソロ政権に対し

て破格の援助をしたのに対し、アルベンス

政権に対しては軍事干渉をするという真逆

の政策をとったという意味でも興味深い 

(付論参照)。 

[19 世紀後半のグアテマラ] まず米国

の干渉が行われる前のグアテマラの状況か

ら説明しよう。この国では植民地時代に始

まった染料インディゴやコチニールを生産

する小規模農家方式の経済から 1870 年代

に輸出向けにコーヒーの大規模生産が始ま

った。すると、カウディリョのフスト・ルフ

ィーノ・バリオス(任 1873-85)からマヌエ

ル・エストラダ・カブレラ(任 1898-1920)ま

で自由主義経済政策を進めた。するとコー

ヒー生産のために農民の共有地、教会の土

地が解体させられ、公有地が売られて、大土

地所有制度が発達した。土地所有制度の問

題がこの国の経済発展の癌になる。土地を

取り上げられた多数の先住民系の農民は債

務奴隷になり、コーヒー生産の労働力とし

て使われた。こうして経済的社会的格差が

拡大する。生活に困った農民が反乱を起こ

しても容赦なく鎮圧された。コスタリカ、ホ

ンデュラスに遅れて 1880 年代半ばにバナ

ナ生産が始まり、1899 年にできた米国のユ

ナイティド・フルーツ社 UFCO がコンセッ

ションを得て進出してきた。 

[ウビコの独裁政治] 1929 年の大恐慌

による混乱後に政権をとったホルヘ・ウビ

コ・カスタニェダ(任 1931-44)は自由民主

主義体制をとりながら、オリガルキー層を

バックに軍・警察力を使って社会改革を求

める動きを抑え込むなど独裁政治を行った。

米国とは友好な関係を維持し、真珠湾攻撃

後直ちに日本に宣戦布告した。また 1944 年

6 月にコーヒー生産農地の約 1 割、生産で

は 4 割を占めていた(Cardoso 1991 p.47)ド

イツ人の所有地を接収し、彼らを米国に送

った。この地域では戦前からドミニカ共和

国のトルヒーリョ政権(1930-61)、ニカラグ

アのソモサ政権(1937-79)、エルサルバドル
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のマルティネス政権(1931-34 & 35-44)、ベ

ネズエラのペレス・ヒメネス政権(1948-58)、

キューバのバティスタ政権(1952-58)など

の多くの独裁者が生まれたが、彼はその一

人であった。しかし独裁者であっても親米

のウビコは、共産主義の進出に神経をとが

らせていた米国にとって、頼りになる存在

であった。 

 ところが 1944 年 6 月にサン・カルロス

大学の学生が大規模なデモを行い、三期目

を目指すウビコの独裁政治に異議を唱えた。

国民の間でも第二次世界大戦が終わりに近

づいてきて、自由な選挙を求める声が強く

なった。グアテマラに民主主義の風が吹き

始めたのである。1944 年 5 月に隣国エルサ

ルバドルでマルティネス独裁政権が倒れた

影響もあった。急速に拡大した大規模な国

民の反政府デモに、ウビコは 7 月に大統領

を辞任した。 

[アレバロ政権] 1944 年 12 月に大統領

選挙が行われ、アルゼンチンのトゥクマン

大学で教師をしていたホワン・ホセ・アレバ

ロが出馬した。そして不偏不党の立場をと

るアレバロは、ウビコ独裁政権を倒した学

生・教師の支持を得て 86%以上の得票率で

当選した。 

1945年 3月に就任したアレバロ(任 1945-

51)は、都市の中産階級や学生を支持母体に

独特の精神的社会主義を唱えて、限定的な

がら政治の自由化・改革を始めた。1945 年

に 1934 年に制定された農民を働かせるた

めに怠惰を禁ずる法(Vagrancy Law)を廃し、

農民にまで選挙層を拡大した。1947 年 5 月

に主に都市労働者のために「労働法」を施行

し、1948 年 1 月に「社会保障庁」を設置し

た。教育にも力を入れた。しかし国民の 75%

が農業に従事している農業国であるにもか

かわらず、アレバロは大土地所有制度の改

革や農民の組織化・地位向上には大地主の

抵抗で手をつけなかった(Gleijeses 1991 

pp.36-39 & 46)。 

 反共政策を進めるトルーマンは、精神的

社会主義を唱えるアレバロの扱いに戸惑っ

た。米大使を追放するなど反米的なジェス

チャーをしたり、共産主義者に対し寛容な

態度をとったりしたことでいらいらさせら

れた。しかし正面からアレバロに敵対する

ことはしなかった。米政府内でもアレバロ

が共産主義政権であるか否か色々議論され

たが、暫く様子を見ようということになっ

た。そうした時に米国にとって反共の軍が

安定の要として何よりも頼りにできる存在

であった。 

[アルベンス政権の誕生] 1951 年 3 月

に後を継いだハコボ・アルベンス・グスマン

(任 1951-54)は、アレバロ政権で国防大臣を

務めた軍人である。彼は、軍、労働者等の進

歩派勢力の支持を得て当選した。支持した

勢力の中には共産党もあった。1952 年末に

「グアテマラ労働党 PGT」に改称し合法化

された。アルベンス自身は共産党員ではな

かったが、1947 年秋頃から PGT 幹部と親

交を深め、1952 年頃には考え方がすっかり

共産主義に傾倒し、急進的な考えを持つよ

うになった(Gleijeses 1991 pp.141-143)。そ

の PGT は 1953 年 1 月の議会選挙で 56 議

席中 4 議席しか獲得できず、政権に閣僚も

出していなかったものの、アルベンスとの

つながりからキッチン・キャビネットを作

り 、 政 権 内で 大 き な 政 治 的 力 を 持 っ た

(Gleijeses 1991 p.182)。 

[アルベンスの農地改革] アルベンス
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は、封建制と経済の後進性が残るグアテマ

ラを近代的な資本主義国家にするために、

政府主導でカリブ海への道路、サント・トマ

ス港などの国内インフラの整備、社会福祉

政策の重視、所得税の新規導入、農地改革な

どの国内改革に着手した。就中彼のペット

プロジェクトが農地改革であった(1960 年

代の初めの時点でミニフンディオの農場数

が 88.4%、農地面積で 14.3%を占めるのに

対し、0.1%の大農園が 40.8%を所有[石井

2008 p.242])。1952 年 6 月に議会が農地改

革法を採択した。この改革によってアルベ

ンス政権は倒れるまでの間に 10 万人の農

家に 150 万エーカー(1 エーカー=4047 ㎡)

の土地を分配した(Rabe 1988 p.44)。 

この農地改革は、672 エーカー以上の大

農園の場合遊休となっている土地を接収す

るというもので、34 万強の農家数の内のわ

ずかに 1710 軒が対象になるという決して

過激なものでなかったが、グアテマラでは

大土地所有農家が農地の半分以上を保有し

ていたことから(Gleijeses 1991 p.152)大土

地制度を一掃するものであった。またこの

改革は 56.6 万エーカーのバナナ農園を持っ

ていた米国の UFCO 社9の農地にも適用さ

れ、41 万エーカーの農地が接収の対象にな

った。UFCO 社としては、たとえ補償され

たとしても、債券(査定は帳簿価格で計算さ

れ 1 エーカーあたり 3 ドル。期間 25 年、金

 
9 米国のグアテマラに対する投資額は、1944 年当時 93 百万ドルであった。中でもユナイティド・フルー

ツ UFCO 社によるバナナ投資が重要であった。周辺国では独立系のバナナ農家が多かったが、グアテマ

ラでは UFCO 社が 1.5 万人の労働者を雇用する最大の農園主であった(Gleijeses 1991 pp.86 & 90)。また

「中米国際鉄道 IRCA」の約 43%の株を保有するなど、大きな政治的経済的力を持っていた。 
10 アイゼンハワー政権下で国務⾧官であったダレスは、サリバン & クロムウェル法律事務所に勤務して

いた頃の 1936 年に UFCO 社とウビコ政権との契約交渉に関与するなど、同社とも関係があった

(Gleijeses 1991 p.90)。 

利 3%)によって支払われることから大きな

損害を被ることになった。そこで UFCO 社

は接収に強く抗議した。 

[アイゼンハワーのグアテマラ政策] 

1953 年 1 月に就任したアイゼンハワーは、

グアテマラで「グアテマラ労働党」の議席数

が少なく、閣僚もおらず、またグアテマラ自

体がソ連と外交関係を持っていなかったに

もかかわらず、アルベンスが共産主義に対

してソフト過ぎると思った。アルベンスが

農地改革でワシントンの政界でも影響力を

持つ UFCO 社の農地を接収したことから、

アイゼンハワー政権は態度を硬化させた10。

そしてアルベンス政権を共産主義政権であ

ると見なして経済軍事援助を停止した。農

地改革自体は成果を上げ始めていた。とこ

ろがこの農地改革がアイゼンハワー政権に

とってグアテマラが共産主義への道を歩き

始めたと判断するきっかけになった。 

[グアテマラ問題を「米州機構」で審議] 

そこでアイゼンハワーは、1953 年末頃より

ラテンアメリカ諸国に対し反アルベンスの

キャンペーンを行ったばかりか、アルベン

ス政権を不安定化・倒壊させる計画をねり

始めた(Rabe 1988 p.49)。各国の支持を取り

つける場となったのが、1954 年 3 月にカラ

カスで開催された「米州機構」の「第十回米

州諸国会議」であった。「米州機構」が設立

されて「キューバ革命」以前の 10 年間で審
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議された案件は、民主主義国間の争いや独

裁に反対するグループの国境侵入事件など

であったが、冷戦の問題として取り上げら

れたのが唯一このグアテマラ問題であった

(Shaw 2004 pp.71-75)。 

この会議に乗り込んだ国務⾧官のダレス

は、ラテンアメリカ側が貿易、商品協定、援

助の問題を協議したかったにもかかわらず、

グアテマラ問題の審議を優先させた。そし

てダレスはこの問題を国際共産主義運動の

一環としてだけでなく、各国が米州諸国内

の問題としてもっと注意を払うべきであり、

具体的な対抗措置をとることを訴えた(中

村 2009 p.162)。 

これに対しラテンアメリカ側は、西半球

に対する国際共産主義運動の干渉について

の懸念については米国と認識を共有したが、

米国は「善隣外交」以来軍事干渉は放棄した

はずであり、「米州機構」で決めることとは

言え一度グアテマラに対する干渉を許せば、

それが悪例となって将来自国に対する米国

の干渉の口実になることを憂慮した。 

[米州機構」の決議] 結局「米州機構」

は「国際共産主義の干渉に対して米州諸国

の政治的統一を保持するための連帯に関す

る宣言」を採択した。この決議は、「国際共

産主義運動が(中略)米州のいずれかの国の

政治機構を支配又は管理することは、米州

諸国の主権および政治的独立に対する脅威

を構成し、米州の平和を危うくするもので

あり、従って、現行の諸条約に基づいて適当

な行動をとることを審議するよう協議会議

 
11 決議は、環カリブ地域のトルヒーリョ(ドミニカ共和国)、ソモサ(ニカラグア)、ペレス・ヒメネス(ベ

ネズエラ)、バティスタ(キューバ)等の独裁国を中心に 17 ヶ国の賛成を得て採択された。当然のことなが

らグアテマラは反対し、アルゼンチン及びメキシコは棄権した。 

(筆者注 : 外相協議の意)に要請する」と謳

った11(中村 2009 pp.162-163)。 

アイゼンハワーは「適当な行動をとるこ

とを」容認するこの決議が採択されたのを

歓迎し、下記に述べる反共のグアテマラ人

武装グループがホンデュラスから侵攻する

活動を認めたものであると解釈した。しか

し本音では、ラテンアメリカ諸国が米国の

一方的な干渉を懸念していることを知り、

また「米州機構」がとるべき「適当な措置」

については外相協議を開いて各国の同意を

取り付ける必要があったことから、ラテン

アメリカ諸国を反共主義でまとめることは

なかなか難しいと悟った(Rabe 1988 pp.51-

53)。他方アルベンスの方は、ラテンアメリ

カの多くの国が決議の賛成に回ったことで、

心 理 的 に 大 き な 敗 北 感 を 味 わ っ た

(Gleijeses 1991 pp.277)。 

[米国はユニラテラルな干渉を決意] 

そこでもし「米州機構」が「米州で米国の死

活的国益を守ることに失敗するならば」、単

独の行動も容認されるとする 1953 年 3 月

の『国家安全保障会議 NSC 144/1』の指針

に従って、アイゼンハワーは単独の干渉を

とることとした。もちろんそれは「善隣外

交」の約束に反する米国の身勝手な決定で

ある。そしてアルベンスが西側の国で調達

できなかったことから秘密裡にチェコで約

2000 トンの旧ドイツ軍の小火器を購入す

ると米国は 1954 年 5 月にこの武器がプエ

ルト・バリオス港に到着したことを公表し

て、共産主義の米州への浸透の一環である
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として、反アルベンスの喧伝に利用した。 

[CIA による作戦の開始] 朝鮮戦争の

休戦協定の調印(1953 年 7 月)、スターリン

の亡き(1953 年 3 月)後の対ソ連政策の策定、

CIA が係わったイランの政変(1953 年 8 月)

の問題が片付くと、CIA は 1953 年 8 月頃

からグアテマラに対する秘密作戦を企画し

始めた。この計画は大統領を初め一部の者

しか知らなかった。現地の司令官にはクー

デタに失敗して亡命し、米国に従順な軍人

のカスティリョ・アルマスを選んだ。 

親米で独裁者のソモサがいるニカラグア

で訓練を受けた 250 名足らずの反乱軍は雨

期が始まる前の 1954 年 6 月に隣国ホンデ

ュラスから国境に近いサカパの町や港町プ

エルト・バリオスに向け侵入を開始した。

CIA はニカラグアに設置したラジオ局「解

放の声」を使って激しい戦闘が行われてい

るかのように喧伝した。またニカラグアか

ら飛来した CIA の飛行機は首都にビラや爆

弾を落とし、米艦船は武器が持ち込まれな

いように海上で臨検するなどアルベンス政

権に圧力をかけた。 

[アルベンスの国連提訴] 反乱軍の越

境が始まると、1954 年 6 月 18 日にアルベ

ンスは直ちにホンデュラス、ニカラグア両

政府が侵略行為に加担しており、侵略を停

止させるための必要な措置をとるように国

連安保理に提訴した。米国の影響力が大き

い「米州機構」を意図的に素通りした。これ

 
12 「米州平和委員会」は、1940 年 10 月にハバナで開催された第二回「外相会議」で設立され、「米州機

構」の「ボゴタ憲章」には規定がないが、1949 年に再活性化された。 同委員会は地域の平和の問題につ

いて現地調査を行い「米州機構」に報告書や提言を提出するのが役割であった。1948 年に起ったコスタ

リカのフィゲレス大統領とニカラグアのソモサ大統領との間で国境の非正規軍の侵攻を巡る紛争や、1949

年にドミニカ共和国のトルヒーリョ大統領がキューバやハイチなどに内政干渉した際に問題解決に貢献し

た。 

に対し関与を疑われたホンデュラス、ニカ

ラグアはアルベンスの訴えを否認したばか

りか、この案件は「米州機構」に先議権があ

ると主張し、米もこの立場を支持した。 

アルベンスが何度も安保理の決定に従う

と主張していたにもかかわらず、アイゼン

ハワー政権の強硬な姿勢で安保理は 6 月 20

日に即時停戦を呼びかけ、軍事活動を支援

することを差し控えることを求めるフラン

スの決議を採択しただけに終わった。また

安保理は、ホンデュラスとニカラグアの要

請により「米州機構」の「米州平和委員会」

が現地事情視察調査団を派遣することを 6

月 25 日に決議し、それ以上審議を進めなか

った。安保理が頼りにできないと思ったア

ルベンスはやむなく「米州平和委員会」12の

訪問を受け入れた。 

[軍部のアベンスに対する反乱] する

と反乱軍を支援していた米国は CIA の関与

が明らかになることを避けるために時間稼

ぎの作戦に出た。6 月 26 日に米を含む 10

ヶ国がカラカスの決議に従ってグアテマラ

の国際共産主義運動に関する外相協議の開

催を呼びかけ、7 月 7 日にリオで開催する

ことになった。他方で派遣が決まっていた

「米州平和委員会」はこの頃メキシコ市で

足止めとなっていた。このような遅々とし

た国連及び「米州機構」の動きの中で、反乱

軍に対峙してサカパに駐屯のグアテマラ正

規軍の部隊がアルペンスの辞任を要求して
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立ち上がった。軍から最後通牒をつきつけ

られたアルベンスは、6 月 27 日夜軍部に政

権を移譲して辞任した。 

結局最終的にアルベンスを大統領の辞任

に追い込んだのはグアテマラの軍部であっ

た。それは大統領に対する軍の反逆行為で

ある。軍13は決してアルマスが率いる反乱軍

に軍事的敗北を喫していなかったが、カラ

カスでの「米州機構」の会議によって、軍が

立ち上がらなければ米国が軍事干渉をする

かもしれないと危惧した(Gleijeses 1991 

p.305)。そこで軍は反乱軍の鎮圧に本気に

なるどころか、大統領を見限ったのである。

またアルベンスも信念のために最後まで戦

う革命家ではなかった。そして 1954 年 7 月

2 日に「米州機構」理事会はもはや意味をな

さなくなった外相協議を無期限に延期し、

この問題は米国の望む形で終りを迎えた。  

[アルベンス後のグアテマラ] その後

のグアテマラ政治の展開についても少し触

れておこう。反乱軍を指揮したアルマスは

米国の強い後押しで「軍政委員会」の議⾧に

なった。米国は早速 1954 年 7 月に政府承

認して大規模な経済・軍事援助を始めた。9

月に「軍政委員会」は解散し、アルマスが暫

定大統領になり、選挙を経て 10 月に大統領

に就任した。 

アルマスは任期中に農地改革法を撤回し、

共産主義者を弾圧した。ユナイティド・フル

ーツ社は農地を回復し軍事政権との結びつ

きを深め、再びバナナ農園経営に着手した。

ところがそのアルマスも 1957 年 7 月に暗

殺され、その後はウビコの独裁時代の実力

 
13 アルベンス政権時代軍の規模は、陸軍 6200 名、海軍 150 名、空軍 350 名(Gleijeses 1991 p.198)であっ

た。その規模は決して大きいとは言えない。 

者で保守派のミゲル・イディゴラス・フェン

テスが大統領(任 1958-63)に就任する。こう

してアルベンスが始めたグアテマラの改革

の動きは頓挫した。 

 

まとめ 

第三世界で新植民地主義や経済の自立の

意識、ナショナリズムが高揚する一方、米国

では冷戦思考が定着していた頃に起ったの

がこの CIA によるグアテマラ干渉である。

はたしてこの干渉は、経済的ナショナリズ

ムにもとづく国内改革の芽を摘む干渉であ

ったのか、ソ連共産主義の浸透を阻止する

ためのであったのか。いずれにせよ上村直

樹は、この頃の米国側の事情について、トル

ーマン、アイゼンハワー両政権期を通じて、

マッカーシズムによって生み出された「冷

戦精神」によって、民族主義革命がソ連共産

主義の米州への進出と容易に結びつけられ

る危険な状況ができあがっていた(上村 

1992)と書いている。 

また米国では、軍事干渉を行ったのは共

産主義の浸透によるものか、UFCO 社に対

する土地の収用を原因とするものだったの

かという議論が展開された。当事者から話

を聞いて詳細なグアテマラ干渉について書

いたピエロ・ヘイシェスは、UFCO 社の農

地の接収よりも、アイゼンハワー政権の反

共主義が決定的であったと評価している

(Gleijeses 1991 pp.364-365)。付論で「ボリ

ビア革命」に対する米国の係わりについて

説明しておいたが、米国がボリビアで民族

革命を進めたパス・エステンソロ政権を支
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援し、アルベンス政権に対しては軍事干渉

をするなどその対応が真二つに分かれた。

それは国内で両政権の共産主義者に対する

扱い、米国に対する融和的な態度など如何

によるところが大きかったであろうが(付

論参照)、そもそも中米のグアテマラと南米

のボリビアでは米国にとっての戦略的重要

性が全く違う。もっともソ連が第三世界に

対する援助を開始するのは 1955 年頃のこ

とであり、ユーゴスラヴィアを除けばアジ

ア・アフリカ諸国などに集中していたこと

を勘案すると、グアテマラで米国の覇権に

挑戦しようとしていなかったと考えてよい。 

 

アイゼンハワーの新たなラテンアメリカ政策 

米 CIA によるグアテマラ干渉という出来

事があった後も、アイゼンハワーは独裁政

権とも良好な関係を維持するなど全ての国

と良い関係を維持することに努めた(Rabe 

1988 p.85)。トルーマンが始めた軍事援助も

継続した。ラテンアメリカ諸国が求めてい

た経済援助には応じようとしなかった。と

いうのもこの頃米国とラテンアメリカの関

係は束の間の平穏が保たれ、米政府に危機

感が薄かったからである。 

ところが国内に様々な社会問題を抱える

ラテンアメリカは、米国が冷戦時代のこと

で安定した政治を期待できる独裁政権を支

援し、他地域に目を向けて自分達の発展の

問題に無関心でいることに不満を募らせて

いた。そうした時に起ったのが 1958 年 5 月

のニクソン副大統領の南米歴訪中にベネズ

エラで起った厳しい反米デモである。1958

年 1 月の政変でペレス・ヒメネス独裁政権

が倒れ、ここに多数の左翼が集まっていた。

この抗議活動によって米国は改めてラテン

アメリカ諸国の不満が尋常でないことを知

る。そこでアイゼンハワーは新たなラテン

アメリカ政策を模索する。それが民主主義・

人権を重視する政策で、1958 年 8 月にその

政策を明らかにした(Rabe 1988 pp.102-

105)。1950 年代にカリブ海を中心に「民主

左翼 DL」と呼ばれる反独裁の動きがあり、

アルゼンチンのアルトゥロ・フロンディシ

政権(1958-62)、コロンビアのアルベルト・

リェラス・カマルゴ政権(1958-62)、ベネズ

エラのロムロ・ベタンクール政権(1959-64)

など民主化が進んだ時期であった。アイゼ

ンハワーは経済支援について、途上国の輸

出産品の価格安定のために商品協定の締結

に賛同したばかりか、1958 年 8 月にラテン

アメリカ諸国が⾧年待望していた「米州開

発銀行」の設立に同意し(1960 年 10 月開

業)、「米州開発銀行」の 10 億ドルの資本金

のうち 45%を拠出した(Rabe 1988 p.112)。

また 1960 年 9 月にボゴタで開催された米

州経済会議で「米州開発銀行」が管理する

「社会的進歩信託基金」へ 5 億ドルの拠出

する「ボゴタ議定書」に署名した(Connell-

Smith 1974 p.232)。 

 

4. 米州を震撼させた「キューバ革命」 

 

ラテンアメリカの左翼主義 

[左翼活動が生まれる背景] ラテンア

メリカで左翼の改革・革命運動が活発化す

る背景には、①独立して 200 年に満たず国

民のアイデンティティが熟成していない上

に、西欧的民主主義思想や制度が充分に根

付いていないこと、②カウディリョ政治や

振り子のように動いた民政と軍政の歴史か

ら内政が安定せず、クーデタなどの非合法
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手段を安易に是認する政治風土、③資源や

食糧輸出を主な生業とするモノカルチャー

経済の国が多く、インフラの未整備などの

難問が山積していること、④先住民・「土地

なし農民」や都市の貧困層の存在、貧富の格

差、低賃金と労働条件の悪さ、低い教育水

準、医療などの分野で社会福祉の未整備、⑤

米州の唯一の超大国である米国とラテンア

メリカ諸国の間に厳然とした差があること

で米国に対する反感などがあった。もっと

もラテンアメリカでは民族、宗教、文化に起

因する動乱は起こらなかった。 

[それはナショナリズムか共産主義か] 

これらの社会改革運動を始めた人達は冷戦

の時代で通常左翼の活動家と色づけされた。

彼らが批判の矛先を向けたのは、いわゆる

軍部と結託する国内のブルジョワ支配階級

と人民を搾取する旧態依然たる体制であり、

それと組んで利益をむさぼる米国などの植

民地主義・帝国主義であった。他方米国は改

革・革命運動であっても、ナショナリズム的

運動であっても、反米主義運動であると認

識した。この地域の改革・革命運動を安直に

マルクス・レーニン主義活動、すなわちそれ

をソ連の浸透と見て、その運動を封じ込め

ようとした。米国には、社会正義は社会主

義、民族主義運動は域外国からの勢力の浸

透が引き起こしたものに見えた。 

戦後の米州で最も大きな影響を与えた左

翼活動は、何と言っても 1959 年 1 月の「キ

ューバ革命」である。この革命は国境を越え

て米州全体に影響を及ぼしたという意味で、

 
14 革命後のキューバ憲法は、第一条で「キューバは・・・法治国家、民主主義国家、主権国家、そして

社会主義国家である」としている。西欧の 自由民主主義という言葉に慣れている我々には、最高指導部

である共産党が支配するキューバで民主主義という言葉が使われていることにどこか違和感がある。 

西半球に本格的な冷戦を持ち込んだ事件で

ある。ソ連のフルシチョフ首相が 1961 年 1

月に民族解放闘争を支援すると公言すると、

ケネディはその言葉を深刻にとらえて、ソ

連が米国の裏庭にまで手を伸ばそうとして

おり、米国として弱さを見せられないとし

て(Rabe 1999 pp.20-21)、第二のキューバの

誕生の阻止にやっきになった。 

 

カストロの「キューバ革命」 

この「キューバ革命」14は、ラテンアメリ

カの左翼運動の中でも、革命が成就するま

でのドラマティック性、革命が可能である

という希望を西半球の若者に点火した影響

力、米国の裏庭で米帝国主義と良く戦うロ

ビンフッド性から、ラテンアメリカの政治

に大きな影響を与えた。米国のラテンアメ

リカ外交を裏庭から表庭に引きずり出した

出来事でもあった。この「キューバ革命」が

成就するプロセスは今や一つの神話になっ

ている。その革命の中心にいたのがフィデ

ル・カストロやエルネスト・チェ・ゲバラた

ちであり、死しても帝国主義に立ち向かっ

た英雄として多くの信奉者を持っている。

なお蛇足ではあるが、「キューバ革命」を契

機に米国でも日本でも本格的なラテンアメ

リカ研究が始まり、この地域に対する関心

が高まった。  

[ キ ュ ー バ で 革 命 が 起 こ っ た 理 由 ] 

1950 年代末のキューバは、米国の支配下に

あって圧制に苦しみ、低開発と貧困に喘い

でいたというのがキューバ政府の公式見解
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である。でも、実際のキューバは、ラテンア

メリカの基準から言ってもそれほど近代化

が遅れた国でも所得が低い国でもなかった。

一人当たりの所得は第 4 位であった15。この

ようなキューバでなぜ左翼革命が起こった

のか不思議な気がするが、それは「米西戦

争」以来米国の干渉を度々受けた歴史、自分

たちはキューバの主人でないとする不満や

ナショナリズム、輸出の 3 分の 2 が対米向

けで経済的に脆弱であったことで生まれた

反米感情、輸出の 85%、国民総生産の 3 分

の 2 以上を砂糖に依存し、国際市況の影響

を受けやすいモノカルチャー経済、渡り鳥

的に砂糖農園で働く貧しい農民の存在、黒

人・混血が 27%を占めるキューバ社会の人

種的分断とアイデンティティの欠如、根付

かない民主主義政治の伝統、度重なる改革

の挫折、腐敗の蔓延など、革命の温床になる

条件がたくさんそろっていたからである。

良く言われているように米国の政治支配や

搾取、従属と低開発だけでは説明できない。  

 [キューバと米国の深い関係] もちろ

ん「キューバ革命」が起こった理由を考える

時にキューバと米国とのそれまでの深い関

係を無視できない。「米西戦争」によってキ

ューバはスペインから独立したものの、⾧

い間米国の保護国のままであった。その後

も経済の分野で米国の従属国のような地位

にとどまった。砂糖が最も重要な産業であ

ったが、150 百万ドルの補助金(1959 年)に

相当する特恵を受けていたことから、米市

 
15革命前のキューバの一人当たりの所得は 1950 年代半ばの時点で 361 ドル(推定)であり、ラテンアメリ

カでベネズエラ(762 ドル)、ウルグアイ(569 ドル)、アルゼンチン(374 ドル)に次ぐ第 4 位であった

(Brundenius 1984 p.5)。なお 2018 年まで駐キューバ大使を務めた渡邉優は、体験的キューバ論『知られ

ざるキューバ』で、革命後 60 年になる現在の一人当たりの GDP は、肌感覚では 745 ドル(リベリア)と

1552 ドル(ガーナ)の間にあり、結構ガーナに近いと書いている(渡邉 2018 pp.97 & 85)。 

場が最重要輸出先であったし、投資も巨額

であった。キューバは米国の対ラテンアメ

リカ投資で第二位を占め、その額は 9 億ド

ルに上った。砂糖投資が 40%を占め、国内

161 ヶ所の製糖所のうち 36 ヶ所、22 ヶ所

の大農園のうち 13 ヶ所が米系であった。そ

の他米国は石油精製、電話・電気などの公共

サービス、鉱業、鉄道、観光等にも投資して

いた(Rabe 1988 pp.119-120)。何よりも米国

人の観光客にとってキューバは羽根の伸ば

せるカリブ海のリゾート地であり、歓楽の

島であった。 

 [革命直前のキューバの政治状況] 当

時政治の実力者は米国とも関係の良いフル

ヘンシオ・バティスタであった。彼は 1952

年 6 月に予定されていた大統領選挙を前に

勝つ可能性がないと考えて 3 月にクーデタ

を行った。トルーマンは 17 日後に新政府を

承認したばかりか支援を始めた。左派政党

が何もできない中で、武器を持って立ち上

がった最大のグループが独立の英雄である

マルティを敬愛するフィデル・カストロで、

圧政には反乱の権利があるとして、左翼「オ

ルトドクソ党」過激派の青年達とともに、

1953 年 7 月 26 日にサンティアゴ・デ・ク

バのモンカダ兵営並びに市西方の交通・通

信の中心地であるバヤモの兵営を攻撃した。

西から反撃された場合に備えてであった。 

[失敗したモンカダ兵営急襲] こうし

てモンカダ兵営に対する攻撃からカストロ

の英雄物語が始まる。この急襲は戦闘が兵
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営の外で始まり、警報が鳴らされたことで

不意打ちに失敗した上に、兵営の司令部で

ない建物を占拠するなど混乱を極め、態勢

を整えた守備兵の反撃で撤退を余儀なくさ

れ、結局失敗に終わった。バヤモでの別動隊

の戦いも奇襲に失敗し、15 分ほどの銃撃戦

で終わった(河合 2016 pp.102-105)。計画

の無謀さ、事前調査の不足、戦闘経験の不足

などが失敗の原因であったとされる。サン

ティアゴ・デ・クバは戒厳令下に置かれ、期

待された市民の蜂起は起こらなかった。カ

ストロは逃亡していたところを 8 月 1 日に

捕えられ、10 月に弁護士もつけられずに分

離法廷で裁かれ、15 年の有罪となった。ピ

ノス島に収監された後、カストロが法廷で

弁論の陳述としてまとめたメモが外に持ち

出され、広く流布して知られることになっ

た。法廷で述べた「歴史は私に無罪を宣告す

るであろう」という言葉は有名である。 

1954 年 11 月の選挙でバティスタは当選

し、翌 2 月に就任した。カストロは 5 月に

議会の恩赦決議により収容所から出た。そ

してカストロはハバナで「オルトドクソ党」

の中に自前の武装革命組織である「7 月 26

日運動」を結成することを決心した。国内で

は自由な政治活動が許されないことから 7

月にメキシコに向けて出国した。そこでア

ルゼンチン人の医師エルネスト・(チェ)・ゲ

バラ・デ・ラ・セルナと巡りあう。そして

1956 年 3 月にメキシコでカストロはバティ

スタに対し宥和路線をとる「オルトドクソ

党」と決別した。5 月末から彼等はスペイン

市民戦争の生き残りのアルベルト・バヨ大

佐からゲリラ戦の訓練を受けた。 

 [革命を再開したカストロ] 1956 年春

からキューバ国内では弾圧に対する反バテ

ィスタ運動が高揚していた。そうした中で

カストロは 1956 年 11 月 25 日に同志とと

もにキューバに進攻するためにヨット「グ

ランマ号」でメキシコのトゥスパン港を出

た。11 月 30 日に予定されていたカストロ

の上陸を容易にするために同志フランク・

パイス等が受け入れ準備を進めていたが、

ヨットは 22 人しか乗れないところを 82 名

が乗り、過重な武器・食糧等の過重積載によ

って思うように進まず、12 月 2 日の未明に

なって漸くキューバ東部(現在グランマ県)

のラス・コロラダス港近くに着いた。その時

には既にサンティアゴ・デ・クバやハバナな

どの蜂起も不発に終わっていた。カストロ

等は上陸後マエストラ山脈に向けて移動中

にアレグリア・デ・ピオでバティスタ歩兵部

隊の待ち伏せ攻撃を受け大きな損害を受け

た。四散したメンバーは山脈部に逃れ、その

時に再結集できたのは 20 名足らずであっ

た。この少人数で地元民を味方につけなが

らゲリラ戦を始めた。その頃バティスタ軍

は都市部の治安回復に力を傾注し、カスト

ロを山中に包囲孤立させる作戦をとったこ

とが幸いし、カストロ軍は全滅から免れた。 

 [ゲリラ戦の展開] カストロは 1957 年

1 月にラ・プラタ兵営の攻撃に始まり、兵の

離隊と脱走、裏切りと密告、食料・兵器不足

などに悩まされながら、農村警備隊 GR と

追いつ追われつのゲリラ戦を始めた。バテ

ィスタがカストロを殺害したとの噂を流し

たので、カストロは 1957 年 2 月 17 日にニ

ューヨーク・タイムズ紙のハーバート・マシ

ューズ記者と会見し、24 日にそれが記事に

なると生存していることが世界に知れ渡っ

た。この好意的な記事で米マスコミの方向

性が決まったと言える。3 月にフランク・パ
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イスがリャノ(平野部)で集めた新兵の補充

を得て、活動を控えていたことで政府側が

気を緩めていたところを 5 月に約 80 名の

兵力でエル・ウベロの駐屯地を攻撃し、大き

な犠牲を払いながらも勝利した。7 月には

穏健派の間にも支持を広げるために「オル

トドクソ党」党首のラウル・チバスとキュー

バ国立銀行元総裁のフェリペ・パソスと自

由選挙、民主政府、立憲体制、反バティスタ

の市民革命戦線の結成を呼び掛ける「シエ

ラ・マエストラ宣言」を出した。この宣言は

革命が成就する前にカストロが出した革命

後の政策に関する唯一の文書である。その

中で市民・革命戦線の結成、高潔な臨時大統

領の下で総選挙の実施、軍事評議会の設置

に反対、報道の自由・政治的権利の保障、非

識字撲滅運動の即時開始、他国の干渉の排

除、農地改革などを謳った。ところが 7 月

の末に兵器と資金を調達するなどリャノで

活動し、宣言の実現にも尽力したフランク・

パイスが暗殺された。 

カストロは常に同志の裏切り・脱走(すれ

ば死罪)、未経験新兵、規律不足などの問題

に苦しみながらも、都市から新兵の補充を

得て兵力の増強に努めた。他方政府軍は全

国蜂起が行われたせいで 1957 年 8 月にシ

エラ・マエストラ山脈周辺から順次撤兵し

たので、チェ・ゲバラは新聞の発行、パン焼

き窯、鍛冶屋兼兵器工場、靴や軍服の製造工

房などを作った。それが「解放区」になり学

校もできた。丁度その頃フロリダのマイア

ミで反バティスタの 7 グループが集まり

「キューバ解放会議」ができて 1957 年 11

月に宣言を出したが、カストロはバティス

タ政権が軍事政府に置き換わりかねない点

に反対しておらず、ワシントンにへつらう

政治マニフェストであるとして拒否した。 

1958 年 2 月に反乱軍は「ラジオ・レベル

デ」放送を開始し、国民の支持を全国的規模

にまで行き届かせる有力な武器になった。

砂糖農園、タバコ工場、公共施設、鉄道など

を攻撃対象にすると発表した。また 2 月末

にカストロの弟ラウルがコマンダンテにな

り東部のオリエンテ州北東部のクリスタル

山地を根拠地に念願の「フランク・パイス」

第二戦線を構築した。 

他方で、フランク・パイスが市民運動、労

働者を組織したリャノの反バティスタ闘争

も依然として盛んであった。1958 年 3 月に

「7 月 26 日運動」のリャノ派の全国幹部会

がカストロの同意を得た上で大規模なゼネ

スト(4 月 9 日)を呼び掛けたが失敗した。そ

の結果「7 月 26 日運動」内部でカストロ等

のゲリラ・グループのヘゲモニーと路線が

名実ともに主流派になった。5 月にカスト

ロが地下民兵組織の総司令官になり全国幹

部会の書記⾧にもなった。 

都市部の反政府ゼネストが終息に向かっ

たことから、バティスタの軍は 1958 年 5 月

中旬から 1 万の規模で 5000 人のカストロ

軍のラ・プラタ司令本部に総攻撃をしかけ

てきた。カストロ軍が政府軍を撃退するの

に手をやいていた頃、バティスタの独裁か

ら離反した多くの政治団体が「7 月 26 日運

動」と統一戦線を組むことを申し入れてき

たので、最後まで戦うことを誓う「カラカス

宣言(1958 年 7 月 20 日)」に出した(ワシン

トンの疑惑を招かないために共産党の「人

民社会党」は不参加)。 

二か月半にわたる政府軍の作戦でも地の

不利から掃討できないことが明らかになり、

8 月に大量の武器を残して敗退した。そこ
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でカストロは、1958 年 8 月末からコマンダ

ンテ16であるチェ・ゲバラ指揮の縦隊とカミ

ーロ・シエンフエゴスの縦隊を西に向けて

派遣した。彼らは平原部に入り中央幹線道

路沿いをハバナに向けて 400 キロの道を徒

歩で向かった。キューバ島中部のラス・ビリ

ャス州を制圧し、東西の交通網を遮断する

ことが目的であった。この遠征で様々な反

乱グループの抵抗があるなかで共産党員に

よる独自に結成されたゲリラがチェ・ゲバ

ラの指揮下に入った。12 月下旬に入るとチ

ェの縦隊と政府軍との攻防は州内の各地の

守備隊との間で続き、12 月 28 日から始ま

った州都サンタ・クララの攻防が天王山に

なった。追い詰められたバティスタは 1959

年 1 月 1 日未明にドミニカ共和国に逃亡し、

革命が成就した。 

バティスタが逃亡した時、シエンフエゴ

スの軍もチェ・ゲバラの軍も未だ首都ハバ

ナまで達しておらず、カストロも東部のサ

ンティアゴ・デ・クバの町を陥落できていな

かった。カストロはバティスタが逃亡する

とラジオで全人民に軍事評議会政府の樹立

に反対してゼネストを呼びかけた。1959 年

1 月 2 日にシエンフエゴス、その後チェ・

ゲバラがハバナに入った。国民が歓喜して

 
16 カストロのゲリラ部隊の最高位は「コマンダンテ」であった。本来その語意は司令官であるが、中

佐、大佐、将官の地位をもうけなかった。ちなみにカストロは「コマンダンテ・エン・ヘッフェ(首席少

佐)」であった。チェ・ゲバラも 1957 年 7 月にカストロに次いでコマンダンテになった(アンダーソン上 

2024 p.359)。キューバで中佐以上の地位が整えられたのは革命軍が創立された後のことである(ラモネ 

2011 pp.223-224)。 
17 革命後多くの有能なキューバ人が米国に亡命した。その数は 100 万人以上に達したと言われ、キューバ

の経済の発展を遅らせた。その半数以上(80 万)がマイアミに住んだ。今日でも多くの若者が米国、スペイ

ンなどに出国している(渡邉 2018 p.139)。その理由には革命後の経済の停滞にあるようで、筆者もキュー

バ国内を自由に旅行した時にそれを感じた。 

 

街頭で出迎えた17。その時のカストロ軍の勢

力は約 3000 名であった。しかし革命が成就

すると政府軍がカストロ側についたことか

ら一挙に 4 万人にまで一挙に膨れ上がった

(ラモネ 2011 p.221)。 

革命が成就し『ゲリラ戦争(1960 年 4 月

刊行)』(ゲバラ 1967a)を書いたチェ・ゲバ

ラによって、強い意志さえあれば少人数で

あっても正規軍を倒して革命戦争に勝利で

きるという「FOCO 理論」が広く世間に知

られることになった。しかし後にゲリラ戦

略が成功するためには客観的な条件が整っ

ていることが重要であることが明らかにな

る。その時は、まだ条件が整っていない国に

あっても安易にこの「FOCO 理論」が通用

するとの考えが浸透し、多くのラテンアメ

リカの若者を革命に駆り立てた。 

[革命後ウルティア政権の誕生] バテ

ィスタが逃亡すると、カストロは 1957 年 5

月に裁判であらゆる合法的手段の奪われて

いる時には武装抵抗も憲法上許されると宣

言した元判事マヌエル・ウルティア・リェオ

を大統領にした。反バティスタ勢力を結集

するために、1958 年 8 月からウルティアを

首班とする臨時革命政府の樹立を支持して

いた。首相には全国弁護士会会⾧でマイア
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ミにおいて活動していたホセ・ミロ・カルド

ナが就いた。 

バティスタが逃亡した時カストロはまだ

サンティアゴ・デ・クバにいたが、通過する

沿道で様々な行事に出るなど政治運動をし

ながら 1 月 8 日にハバナに入城し、革命軍

の司令官になった。革命の最中に都市部で

多数のリーダーが犠牲になったことから、

カストロの存在は圧倒的で、キューバ国民

の独立、革命、ナショナリズムのシンボルに

なった。旧バティスタ政権の要員が公開裁

判で裁かれ、処刑された。ミロ・カルドナ首

相の辞任を契機に、大統領の権限を首相に

移行するという革命政府の基本法の修正を

行い、1959 年 2 月にカストロは首相に就任

し、実質的に政府の権限を掌握した。 

 

革命とアイゼンハワー 

米国が「キューバ革命」をどのように見て

いたかは、革命の行く末を占う上で決定的

に重要であった。それではこれからそのこ

とについて説明しよう。 

[アイゼンハワーとバティスタ] まず

アイゼンハワーが革命の進展をどのように

見ていたかをみたい。混迷を深めるキュー

バを憂えた米国務省は、1957 年半ばに大使

をアール・E・T・スミスに変え、彼に余り

にバティスタ寄りにならないように指示し

た(Rabe 1988 p.121)。この頃国務省には彼

の統治に幻想を抱く者は誰もいなかった。

ところがカストロを信頼することもできず、

米政府機関全体としては整合しない政策を

とっていた。CIA などはカストロと接触し

よ うと さえ した ( アン ダ ー ソン 上  2024 

pp.363-367)。軍はバティスタを支持してい

た。 

ゲリラ掃討の過程で米国の供与した武器

で多数の市民が犠牲になっており、裁判で

部下が殺人罪で有罪になったにもかかわら

ずバティスタが憲法の人権保障を停止して

部下の有罪判決を無効にしたので、それを

機に(アンダーソン上 2024 p.418)、1958 年

3 月に対する軍事援助を停止した。カスト

ロ軍が優勢となり、「キューバ革命」が成就

する可能性が誰の目にも明らかになると、

バティスタと親しい実業家のウイリアム・

D・ポーレイを送り、12 月 9 日に軍事評議

会に政権を移譲しフロリダに亡命すること

を提案したが、拒絶された。また革命が成る

直前の 12 月 17 日にはスミス大使がもはや

バティスタを支援できないと最後通帳をつ

きつけた(河合 2016 pp.335-338)。 

[革命後のアイゼンハワーの政策] 革

命が成就する前からアイゼンハワーは「7 月

26 日運動」に対する不信感から米国の脅威

になるのではないかと疑念を持っていたも

のの、カストロが共産主義者であるとまで

の確信が持てずにいた(Rabe 1988 pp.121-

122)。米国内の新聞論調はカストロに好意

的であった。「CIA も政府(とくに国務省)も

カストロが『良好な対米関係を臨んでいる』

との先入観を有していた」(細田 2016 p.94)。

そこで革命後にウルティア政権が誕生する

と、すぐにスミス大使を帰国させ、1959 年

1 月 7 日に各国に先駆けて新政府を承認し

た。そして暫くの間アイゼンハワーはカス

トロの出方を見るために慎重な態度をとっ

た。 

1959 年 4 月半ばにカストロは、「アメリ

カ新聞編集者協会」の招きで訪米し、西側陣

営に留まることをほのめかして米政府を一

応安心させた。訪米でカストロは米国民か
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ら熱い歓迎を受けるが、歴代政権のように

米国に援助を乞うようなことはしなかった。

米政府は援助を要請しないカストロの態度

に意外な感を持ったが、会談したニクソン

副大統領は、カストロが国際共産主義に対

しナイーブ過ぎるとして、米国がカストロ

を正しい方向に導く必要があるとのレポー

トをアイゼンハワーに提出した(Rabe 1988 

p.124)。米国は、カストロがナショナリスト

であるか否かよりも、マルクス・レーニン主

義者か否かに関心を持っていた。 

 [農地改革を契機に米国との関係が悪

化] 米国から帰国するとカストロは 1959

年 5 月に農地改革法を公布した。この農地

改革によって、効率よく耕作されている場

合は最高に所有できる面積が 100 カバリェ

リア(1340Ha)になり(そうでない場合は 30

カバリェリア)、限度を超える農地は有償で

接収されることになった。接収された農地

は国営農場、農民の協力組織で経営された。

問題は外国人の土地所有が禁止されたこと

から米国系砂糖大農園の扱いであった。米

国人の持つ農地が接収されれば米国との関

係が悪化することが危惧された。グアテマ

ラのアルベンスと米国との関係が悪化した

理由の一つが農地改革によるユナイティッ

ド・フルーツ社の農地の接収であったこと

を考えれば、そのことは容易に想像がつい

た。2009 年 4 月にラウル・カストロ国家評

議会議⾧はベネズエラで開催された「米州

ボリーバル主義同盟」首脳会議で「農地改革

法を施行した時、我々はルビコン川を渡っ

た」と述懐したが(ラモネ 2011 p.305)、キ

ューバ側も農地改革を行うことの意味を理

解していたようである。もっともグアテマ

ラより米国の経済的プレゼンスがはるかに

大きいキューバでは、どのような改革を行

ったとしても米国の利害に触れないことは

なかったであろう。 

1959 年 7 月にウルティアが大統領を辞任

し、政府の主導権は完全に「7 月 26 日運動」

の手に移った。それでもアイゼンハワーは、

カストロが権力基盤を固め、急進派が政府

の重要なポストを手中にして改革を進めて

も、実際に農地の接収が行われたのが 1959

年末であったこともあり(後藤 2016 p.77)、

慎重な態度を貫いた。1959 年 10 月にラウ

ル・カストロが国防相に就いた。この頃から

米国を飛び立った航空機による散発的な爆

弾投下事件なども始まり、カストロを激怒

させた。他方でアイゼンハワーも 1959 年末

にはカストロ政権には我慢ならないと考え

るようになっていた(Rabe 1988 pp.127-

128)。 

 [ソ連副首相のキューバ訪問] ソ連の

フルシチョフ首相は初めキューバで革命が

成就したことに戸惑った。しかしその戦略

的価値は良く認識し、1960 年 2 月にアナス

タス・ミコヤン第一副首相をキューバに派

遣した(松下 1987 p.117)。そしてソ連は貿

易協定を締結し、5 年間に 100 万トンの砂

糖の購入と 1 億ドルの借款・技術協力の供

与を約束した。すると 1960 年 1 月に行わ

れたアイゼンハワーのキューバに関する演

説では未だ妥協的な態度をとっていた米国

も、ミコヤンのキューバ訪問に態度を硬化

させ、政府内でタカ派が勢いを得るように

なった。そしてアイゼンハワーは 3 月にグ

アテマラで CIA による反カストロゲリラ部

隊を訓練する計画を承認し、5 月にホンデ

ュラス領スワン島から反カストロのラジオ

放送を始めた。また国際社会、特に「米州機
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構」の場を使って共産主義の脅威に対する

ラテンアメリカ各国で理解の取り付けに奔

走したばかりか、CIA がカストロ首相を物

理的に排除すること(要するに殺害)を含め、

政権を転覆させる様々な秘密工作を始めた。 

 [カストロによる米資産の接収] 1960

年 5 月にキューバはソ連と外交関係を樹立

した。6 月末に米系石油精製所は米政府の

勧告でソ連から輸入した原油の精製を拒否

した。米議会がキューバから砂糖をカット

することを大統領に認める法案を可決する

と、キューバは米系テキサコ、シェル、エッ

ソの製油所を接収・国有化した。これに対し

ソ連は直ちに 70 万トンの砂糖を輸入する

ことを決定した。またフルシチョフは石油

等必要物資の供給を約束するとともに、7 月

9 日に開催された「全ロシア教師大会」で米

国のキューバに対する経済封鎖を非難して

「例えばの話であるが、必要な場合、もしペ

ンタゴンのタカ派が敢えてキューバに干渉

するならば、ソ連の砲兵部隊はロケットを

使ってキューバ国民を支援できる」と述べ

た(Welch 1985 p.54)。 

1960 年 8 月から 10 月にかけてキューバ

はカナダ系を除く全ての外国系銀行、製糖

工場、電力、電話会社、輸送、観光等大企業

を国有化し、米国がキューバに持っていた

資産はゼロになった。するとアイゼンハワ

ーはカストロに対する態度を一層硬化させ、

10 月に対キューバ貿易をほぼ全ての品目で

禁止した。革命後に着任したフィリップ・ボ

ンサル大使を引き上げ、12 月にキューバ向

け翌年の砂糖クォータ枠をゼロにした。キ

ューバは反革命勢力が米国領土からキュー

バに空爆を仕掛けてくるのを放置する米政

府を非難した。他方で 1960 年 7 月に中華

人民共和国貿易協定を締結したのを初め、

1960 年後半に東欧等社会主義国と外交関

係を樹立した。こうして米国とキューバの

二国間関係は坂を転げ落ちるように悪化し、

アイゼンハワーは、在キューバ米大使館の

館員数を 11 名に削減するように要求され

たのを機に、任期末の 1961 年 1 月 3 日に

キューバとの外交関係を断絶した。 

 [関係悪化の責任はどちらにあるか] 

米国とキューバの関係がこのように悪化し

た理由について、カストロが米国の勢力圏

で民族自決の理想を抱き、国家の独立を維

持しようとしたことから避けられなかった

考える者もおれば、米国が圧力をかけたた

めにキューバがソ連陣営に走ったと考える

者もいる。米国の歴史家スティーブン・G・

レイブは、初め米国がカストロの挑戦的な

行動に忍耐の姿勢を持って対処していたも

のの、1960 年 3 月からはキューバを挑発す

るようになったと述べている(Rabe 1988 

p.164)。いずれにせよ革命後キューバは左

傾化を強め、両国は負のスパイラルに入り、

その後は関係悪化と報復合戦の道を辿った。 

 

「米州機構」でキューバ問題の審議 

[総論] アイゼンハワーが 1960 年 3 月

頃からカストロ政権に対し強い外交的経済

的圧力をかける方針をとったのは先に述べ

た。その目的は①うまくいけば「キューバ革

命」を行き詰らせること、②共産主義革命が

ラテンアメリカ地域に波及するのを阻止す

ること、③キューバを西半球で孤立させる

ことであった。その時にキューバに対する

制裁を正当化するための場として活用した

のが「米州機構」であった。米国にしてみれ

ば、「キューバ革命」は紛れもない域外国ソ
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連の干渉であり、集団安全保障上の脅威で

あった。 

他方でラテンアメリカ諸国はすぐにはこ

の米国の考え方に同調しなかった。という

のも、革命当初カストロが共産主義者であ

るとの確証がなく、またこれまでの米国の

内政干渉に対する反発やカストロ革命に対

する共感があったからである。しかしカス

トロが 1960 年 7 月に「アンデスをシエラ・

マエストラに」すると演説して挑発し、1961

年 12 月にカストロが自らマルクス・レーニ

ン主義者であることを明らかにし、大陸部

で左翼運動が活発になると、「米州機構」か

らキューバを除名することに同意し、制裁

を支持するようになる。 

 [1959 年の「米州機構」の審議] ラテン

アメリカ諸国の「キューバ革命」に関する態

度を見るには、「米州機構」での審議をフォ

ローするのが一番よくわかる。 

キューバ問題が初めて「米州機構」の場に

持ち出されたのは、「キューバ革命」の影響

を受けてニカラグアのソモサ政権、ドミニ

カ共和国のトルヒーリョ政権などに対する

反政府活動が活発化し、カストロとベネズ

エラのベタンクール大統領との間で緊張が

高っていた181959 年 8 月に開催された第五

回「外相協議」(於 : チリ)の場であった。 

この会議では、カリブ海地域の独裁体制

と「キューバ革命」を含む民主主義の問題が

中心議題になった。それはまだアイセンハ

ワー政権とキューバの関係が決定的に悪化

 
18 ベネズエラでは 1959 年 2 月に改革派のロムロ・ベタンクールが大統領(任 1959-64)になった。この時

に与党の「民主行動党 AD」とラファエル・カルデラの「社会民主党 COPEI」との間で政党間協定(通称

「プントフィホ体制」)ができ政治が安定することになった。ところが共産党がこの体制から外されたこ

とから対立が深まり、また 1959 年 1 月に初めて会った時から性の合わない(Ewell 1991 p.762)カストロか

ら改革のスピードが遅いと批判されて、両国は 1961 年 11 月に断交した。 

する前であった。参加国は「ボゴタ憲章」で

謳う民主主義を発展させるために米州諸国

の「政権および政府がどの程度民主主義制

度と調和しているかを国内的及び国際的世

論が測定できるように」するために、「西半

球における民主主義制度のいくつかの原則

および特質を一般的に述べ」る「サンティア

ゴ宣言」を採択した(中村 2009 p.169)。 

この宣言は、「キューバ革命」を直接非難

するものではなかった。この頃ラテンアメ

リカ諸国が問題視していたのはむしろカリ

ブ海地域の独裁政権の方であった。そこで

宣言は独裁に対し民主主義の尊重を求める

ところに主眼が置かれた。それでも宣言の

前文の中で政治的、市民的権利および自由

を抑圧する傾向をもつものとして「とくに

国際共産主義の行動」を指摘しており、キュ

ーバの左翼政権に対する非難も含意してい

た(中村 2009 p.171)。ハーター米国務⾧官

が意図したようなキューバを非難する決議

にはならなかった(Welch 1985 p.38)。その

ような決議になったのはラテンアメリカ諸

国がカストロ革命に対するシンパシーを持

っていたからである。アイゼンハワーも、ニ

クソン副大統領のラテアメリカ親善訪問で

起こった激しい反米デモを契機に、独裁体

制が左翼に対する扉を開くとの懸念を持っ

ていた頃で、民主政府を支援する方針を決

めていたので宣言に同調した。 

[1960 年の「米州機構」の審議] ところ

が 1960 年 8 月に「外相協議」がコスタリカ
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で開催された頃にはカリブ海地域の情勢は

大きく変わっていた。米国はソ連との関係

を深めたキューバに対し厳しい態度で臨む

ことを決めており、キューバが 1960 年 6 月

に米系石油精製所を接収・国有化すると 7

月に米国がキューバに対し砂糖のクォータ

枠をカットするなど、キューバと米国との

対立は先鋭化していた。既に米 CIA もキュ

ーバに対する秘密工作を始めていた。 

この第六回「外相協議」会合では、まず 6

月に発生したベネズエラのベタンクール大

統領の暗殺未遂事件に独裁を批判されたド

ミニカ共和国のトルヒーリョ大統領が関与

していた問題が協議された。そしてドミニ

カ共和国との外交断絶や軍事援助の停止を

決議した。続いて 1 日をおいてキューバ問

題を審議する第七回「外相協議」が開催され

た。この会議でハーター国務⾧官は、キュー

バからソ連の影響力の排除を呼びかけ、で

きればラテンアメリカ諸国が外交関係を断

絶したり、制裁したりする決議(Rabe 1988 

pp.165-166)の採択を目指した。 

だが、会議は米国の思惑通りにはならな

かった。というのも 1954 年にダレス国務⾧

官が「カラカス決議」で強引に行った議決の

後遺症、ラテンアメリカ諸国の間で「キュー

バ革命」の人気が依然として高かったこと、

カストロ政権が共産主義政権であることの

確証が得られていなかったこと、未だラテ

ンアメリカ各国で左翼活動の差し迫った脅

威が感じられなかったからである。その上

「土着の共産主義政権であるカストロ政府」

に対して不干渉の原則を尊重すべきである

との声が強く、その結果 8 月 28 日に「米州

諸共和国の内政に対する大陸外の国の干渉

又は干渉の脅威を(中略)強く非難し、(中略 

これは)米州の連帯および安全を危うくす

るものであり、(中略)それを非難しかつ拒

否する義務を負っていることを宣言する」

という(中村 2009 p.176)、米国にしてみれ

ば、「カラカス決議」には遠く及ばない一般

論的な内容の「サン・ホセ宣言」を採択する

に止まった。 

特に直前の第六回「外相協議」でトルヒー

リョに対する外交断絶を決議していたこと

を考えると、中国・ソ連の勢力が米州へ浸透

するのを懸念する米国にとって甚だ不満の

残る決議であった。それはこの頃ラテンア

メリカ各国がカストロよりトルヒーリョの

独裁政権の方が問題であると認識していた

からである。それでもキューバ代表は投票

前に退場し、9 月 2 日に「キューバ人民全

国大会」は、「サン・ホセ宣言」が「わが大

陸の兄弟人民の民族自決権、主権および尊

厳を無視するものである」として全面的に

非難する「ハバナ宣言」(加茂 1973 pp.241-

246)を採択し反発した。 

 

ケネディとキューバ 

米・キューバ関係は、1961 年 1 月のアイ

ゼンハワーの外交断絶によって半世紀以上

に及ぶ敵対関係に入る。フロリダ半島の先

端にあるキー・ウエストの島から 90 マイル

の至近距離にあるキューバの問題を託され

たのが、ジョン・F・ケネディ(任 1961-63)

である。ケネディが直面した政策課題は、キ

ューバの①政治的・経済的な孤立・包囲、可

能ならば反乱の惹起、カストロの暗殺とい

う非合法手段を使ってでも同政権の転覆を

図ること、②ソ連と決定的対立に至らない

ようにするという国際政治上の制約の中で

キューバに圧力をかけ続けること、③ラテ
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ンアメリカで第二のキューバの誕生を阻止

することであった。アイゼンハワー政権の

時代よりキューバ問題の重大性ははるかに

高まっていた。 

 [ピッグス湾侵攻事件] ケネディが最

初に決断を迫られたのは、1960 年 3 月から

CIA がひそかに進めていた非合法な政府転

覆計画で、アルベンス左翼政権打倒の成功

経験から亡命キューバ人をグアテマラで訓

練していた。ケネディはこのキューバ侵攻

計画を迷いに迷った末 1961 年 3 月に実行

に移すことを了承した。大統領が迷ったの

は、法的道義的に問題の多いこの侵攻作戦

に米国が係っていたことが露見すれば受け

るダメージであった。しかしこの頃には侵

攻軍の規模が大きくなり過ぎており、中止

すれば亡命キューバ人達が計画を広く触れ

回るであろうことを考えると、もはや中止

できなかった(Rabe 1988 p.171)。 

CIA の支援を受けた反革命軍 2506 部隊19

は、1961 年 4 月 17 日夜明けからマタンサ

ス州サパタ半島東端にあるコチーノス(英

語名ピッグス)湾ヒロン浜に侵攻した。米政

府が交戦団体や政府承認の足がかりとなる

ような橋頭保を確保するのが目的であった。

 
19 この部隊の名前はグアテマラで訓練中に最初に犠牲になったカルロス・ロドリゲスの認識番号からと

ったものである(Welch 1985 p.204)。革命後米国に逃れた多くのキューバ人はマイアミの「リトルハバ

ナ」地区に住んだが、ここの「カリェ・オチョ」通りに面した広場に 2506 部隊の追悼碑がある。筆者は

この碑を見た時に本当にびっくりしたのを覚えている。というのも、ピッグス湾の侵攻は法に触れる行為

であるとの思いがあったので、その部隊を追悼しようとする気持ちがすぐには理解できなかった。ちなみ

に 1967 年 10 月 9 日にボリビアでチェ・ゲバラが処刑された時に立ち会った CIA 工作員のフェリック

ス・ロドリゲスも 2506 部隊の一員であった(アンダーソン下 2024 p.973)。 
20 この侵攻事件の失敗により 1961 年 11 月にアレン・ダレス CIA ⾧官は辞任した。なお 1963 年 11 月の

ケネディ大統領の暗殺事件の犯人は、『ウォーレン報告書』によれば、共産主義かぶれのリー・ハーヴィー・

オズワルドによる単独犯行になっている。しかしこの報告書については幾多の疑問が提示されており(土田 

2023)、ケネディが空爆や海兵隊の上陸を許可しなかったことから CIA のはねかえりの一部が大統領の暗

殺事件を引き起こしたとの報道もある(2020 年 5 月 2 日付『NHK スペシャル』)。 

これに対し周到に準備を進めていたカスト

ロは直ちに反撃し 3 日間でこれを撃破した。

この時ケネディは、空母エセックスを含む

艦隊と海兵隊をキューバ沖数マイルまで近

づくことを認めたが、米軍機がヒロン浜を

空爆することも米海兵隊の上陸も許可しな

かった20。もっともこの作戦が成功しなかっ

た最大の理由は、米国が期待していたキュ

ーバ国民が侵攻に呼応して立ち上がらなか

ったことである。それは CIA の大きな誤算

であった。また 3 月にマイアミにホセ・ミ

ロ・カルドナ前首相を首班とする「キューバ

革命評議会」を設立していたものの、政府承

認の受け皿にならず、十分な政権樹立の準

備もできていない段階で計画が決行された

という問題もあった。ちなみにこの侵攻で

捕虜となった軍人 1214 人は、ケネディが

200 万ドルの現金と 50 万ドル相当の食糧と

医薬品を送って引き取った(ラモネ 2011 

p.294)。 

[キューバを孤立させたいケネディ] 

ケネディは、亡命キューバ人によるピッグ

ス湾の侵攻によってカストロ政権を倒すと

いう力技に失敗すると、ラテンアメリカ諸

国に対しキューバと外交関係を断絶し、「米
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州機構」から追放、経済制裁を科すキャンペ

ーンを始めた(Rabe 1999 p.59)。あわせラテ

ンアメリカ各国に建設的な提案として「進

歩のための同盟」の構想を発表した。そして

1961 年 8 月にウルグアイのプンタ・デル・

エステでこの構想を協議する「米州経済社

会理事会特別会議」を開催した。このような

速やかな会議の開催は、ケネディが「キュー

バ革命」が引き起こした事態に危機感を持

っていたからである。この会議でキューバ

を除く米州諸国は、「アメリカ諸国民の宣言」

に署名し、「進歩のための同盟」の目的と目

標を明確にする「プンタ・デル・エステ憲章」

を採択した。この「進歩のための同盟」につ

いては下記する。 

またケネディは共産主義陣営への傾斜を

強めるカストロに対するイライラ感を深め、

1961 年 11 月から CIA にカストロ首相の暗

殺、経済戦、諜報戦、武装組織支援、破壊活

動などの汚い戦争「マングース作戦」を仕掛

け(Welch 1985 p.98)1963 年 1 月まで続い

た。更にキューバ沖での軍事演習、経済封鎖

等直接軍事干渉に至らない範囲でキューバ

に圧力をかけた。 

[カストロの共産主義宣言] カストロ

は、ピッグス湾侵攻事件の前日の 1961 年 4

月 16 日に、前日の空爆で犠牲となったキュ

ーバ人の葬儀で、初めて「キューバ革命は社

会主義的性格をもつ」と述べた(ラモネ 

2011 p.288)。また 12 月 2 日には「統一革

 
21 カストロは、ジャーナリストのイグナシオ・ラモネとのインタビュー『フィデル・カストロと宗教』

の中で「私は学生時代からマルクス・レーニン主義者だった」と告白しており、「バティスタがクーデタ

を起こした 1952 年 3 月 10 日には、マルクス・レーニン主義者であることを自覚していた」と答えてい

る(ラモネ 2011 p.93)。また 1965 年に米国人のジャーナリストのリー・ロックウッドに革命家という者

は時期が来るまで「敵のすべてを単一の戦線に結集させるかもしれない(筆者加筆 : 急進的な)プログラム

など発表したりしません」と語っている(加茂 1973 p.183)。 

命組織」の設立に関する演説の中で、「自分

がマルクス・レーニン主義者である」と宣言

した21。既に 10 月に共産主義者のラウル・

カストロが国防相になり、11 月までに 1959

年 1 月に任命された穏健派の閣僚は追放さ

れていた。1962 年 4 月にはソ連もキューバ

を社会主義国と認定した(松下 1987 p.118)。 

[「米州機構」からキューバを除名] カ

ストロが自らをマルクス・レーニン主義者

であると認めたことによって、キューバに

対する米州諸国からの風当たりが強くなっ

た。1962 年 1 月に第八回「外相協議」がウ

ルグアイのプンタ・デル・エステで開催され

た時、会議においてキューバを除くすべの

国は西半球での域外国による影響力行使を

懸念し、「共産主義の諸原則が米州制度の諸

原則と両立しない」ことを確認した。しかし

現実はラテンアメリカ諸国の意見が米国に

同調する方向で完全に一致したわけではな

かった。一部の国がカラカス決議以来具現

化されてきた反共政策を集団的措置の発動

へ発展させることに疑問を持っていたから

である。これはキューバに対する集団安全

保障の措置よりもラテンアメリカ諸国の主

権の尊重を重視する立場であった。その結

果キューバへの経済関係の一部(武器およ

び軍用資材の輸出)の中断についてはブラ

ジル、チリ、エクアドル、メキシコが棄権し、

「米州制度への参加からのキューバ現政府
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の除外(Exclusion)」措置22についてはアル

ゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、エク

アドル、メキシコが棄権した。なかでもアル

ゼンチンのアルトゥロ・フロンディシ大統

領が除名にもっとも強硬に反対したが、そ

のアルゼンチンも軍部がフロンディシを政

権の座から追い出すと、キューバと外交断

絶する。そして最後まで外交関係を維持し

たのはメキシコのみになった。 

こうして米国が 1960 年 8 月の「外相協

議」以来意図してきたキューバの外交的孤

立と制裁措置が漸く実現した。なおキュー

バが外交的孤立から抜け出すのは、1970 年

にチリのアェンデ政権が外交関係を再開し、

1975 年に「米州機構」が「外相協議」でキ

ューバ政策を各加盟国の自由にまかせる

「行動の自由の決議」を採択してからであ

る。 

 

米ソの緊張 ―「ミサイル危機」 

米国が「マングース作戦」などキューバに

対する敵対行動をエスカレートさせていた

中で 1962 年 10 月に起ったのが世界を熱核

戦争の瀬戸際に追い込んだ米ソの「ミサイ

ル危機」である。これは戦後から始まる⾧い

米ソの対立の一つの事件であったが、1961

年 8 月に起った第二次「ベルリン危機」23に

続くものであった。この危機は、ソ連が米国

の喉元にあるキユーバに米国を射程内に入

れる中距離核ミサイルを隠密裏に配備した

 
22 もっとも「ボゴタ憲章」に除名の規定はなく法的根拠に欠けていた。この除名は西半球の一員であっ

てもキューバが法的に「米州機構」の加盟国である権利および特権を停止されたと解釈され、全ての活動

から排除されることになった(中村 2009 pp.207-209)。 
23 この第二次「ベルリン危機」は、毎月 3 万人の東ドイツ市民が西ベルリン市を経由して流出すること

を阻止するために、1961 年 8 月にフルシチョフが「ベルリンの壁」作ったことから発生した。ケネディ

が戦争よりも壁の方がいいとして容認したことから、10 月末には沈静化した。 

事件である。ソ連が自国と東ドイツ以外に

ミサイルを配備するのは初めてのことであ

った。配備の話し合いは 5 カ月前から始ま

り核ミサイルは既に設置されていたが、10

月 14 日に U-2 偵察機が中距離核ミサイル

発射場建設の写真を撮ると、ケネディは 10

月 22 日夜のテレビ演説でその事実を公表

するとともに、キューバに対する海上封鎖

措置をとると発表した。 

翌 10 月 23 日に緊急招集された「米州機

構」の「理事会」は、米国と西半球の安全の

ために、①キューバからすべてのミサイル

及び攻撃用兵器の速やかな撤去、②ミサイ

ルが大陸の平和と安全に対する潜在的脅威

になることを阻止するために、加盟国が武

力の行使を含めて個別的・集団的にとるこ

とを勧告する決議を採択した(中村 2009 

p.210)。ケネディはこの「米州機構」の決議

によってキューバの封鎖隔離が合法的に確

立されたとし(ケネディ 2001 p.47)、キュー

バへの攻撃的兵器及び関連資材の輸送を阻

止することを命令し、10 月 24 日午前に発

効した。この問題は国連安保理にも持ち込

まれたが、米ソ両大使の激しい非難の応酬

に止まった。 

この「ミサイル危機」の問題は、結局 10

月 27-28 日の米ソ間の直接交渉で、米国が

トルコに配備していた戦略ミサイル「ジュ

ピター」を撤去し、キューバについては侵攻

しないことを確約することによって、ソ連
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がキューバに配備した核兵器、ミサイルな

どの攻撃用兵器を撤去して解決された。10

月 30 日に海上封鎖も解除された。撤去の決

定に際しキューバは協議にあずからなかっ

たことから、ソ連とキューバの関係がギク

シャクするようになった。 

キューバの封鎖隔離が、「米州機構」のキ

ューバに対する集団的安全保障措置という

形で始まったにもかかわらず、「事態は、キ

ューバを含むラテン・アメリカ諸国が不在

のまま、米・ソ両国の妥協によって一応解

決」された(中村 2009 p.213)。もっとも当

初よりこの問題は「米州機構」が扱えるよう

な規模のイシューではなかったのも事実で

ある。 

 

5. 西半球での左翼ゲリラ活動 

 

それではこれから「キューバ革命」が西半

球に与えた影響に目を転ずる。というのも

この革命はキューバ国内の出来事だけに止

まらず、ラテンアメリカに影響を与えるよ

うなマグニチュードの激震であったからで

ある。 

[キューバの革命輸出] 米国の裏庭で

ゲリラ闘争によって社会主義革命を実現し

た「キューバ革命」のニュースはラジオの電

波にのって瞬く間にラテンアメリカの隅々

にまで届いた。1960 年 7 月 26 日にカスト

ロは「アンデス山脈を西半球のシエラ・マエ

ストラに変える」とスピーチした(Wright 

2001 p.40)。それは他の国でも革命を起こす、

すなわち革命輸出を呼びかけるものであっ

た。この地域は未熟な民主主義、経済の後進

性、貧富の格差、封建的な大土地所有制、低

レベルの健康・医療・教育水準などの悪弊を

抱えていたことから、「キューバ革命」がこ

れらの諸矛盾の処方箋になるのではないか

と思われたからである。特に若者に希望の

火を灯し、多くの左翼運動を生んだ。 

[革命戦術は「FOCO 理論」] その時に

革命戦術として採用されたのが「キューバ

革命」から生まれた「FOCO 理論」である。

この理論の核心は、全ての革命家の義務は

革命を作り出すことで、革命の核(FOCO)

となる前衛グループが武力によって政治権

力を獲得することができるという考え方で

ある。それは 1935 年以来ソ連共産党が打ち

出していた政治的・経済的な客観的条件が

熟すのを待つという方針、1956 年の第二〇

回共産党大会で打ち出した平和共存路線、

ラテンアメリカの共産党がとっていた議会

主義・政治行動を重視する路線と違ってい

た(Wright 2001 p.52)。もっともラテンアメ

リカの共産党が武装闘争を放棄し、ソ連寄

りの路線をとっていたのにもそれなりの言

い分がある。彼らは政府から共産党の合法

性を認めてもらおうと思い、また国内の進

歩的勢力との連携・協力を模索して、革命の

客観的条件が熟すまで武装闘争に乗り出す

べきではないと考えたからである。 

[カストロの民族解放闘争に対する連

帯] カストロは、「米州機構」から除名され

ると、1962 年 2 月に「第二ハバナ宣言」(加

茂 1973 pp.319-325)を発表した。その中で

彼は、現在ラテンアメリカが帝国主義勢力

の下にあるものの、農村の住民が目覚める

のを徒に待つのではなく、各国で労働者や

革命的知識人などが先頭に立って主体的な

解放運動に乗り出すことを呼びかけた。カ

ストロにとって国内で革命を行うこととラ

テンアメリカ各国で革命を起こすこととの
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間に矛盾はなく、また各地でゲリラ戦争が

起こればキューバに対する米国の圧力が弱

まるとの打算があった。実際この呼びかけ

は各国の左翼ゲリラ闘争を慫慂する効果が

あった。 

[農村部がゲリラ活動の中心地] 「キュ

ーバ革命」が成った時代というのは、丁度幾

つかの個人独裁型国家24を除き、独裁政権が

相次いで倒れ、文民政府が台頭し、ラテンア

メリカの政治が不安定になっていた頃であ

った。この地域では未だ民主主義体制が脆

弱で、カストロの呼びかけは各地で大きな

インパクトを与えた。 

ゲリラ活動の舞台となったのは農村部で

あった。というのも農村部の人々は封建的

な大土地所有制により搾取され、貧困や差

別が常態化していたが、オリガルキー層に

従属して生きるしか方途がなかったことか

ら、革命の潜在能力が高いと考えられた。ラ

テンアメリカでは労働者階級は未だ脆弱で

あった。 

[ゲリラ活動が起こった国] 左翼のゲ

リラ活動の起こった国はグアテマラ、ベネ

ズエラ、コロンビア、そして小規模ながらペ

ルーの 4 ヶ国であった(Wright 2001 p.76)。 

グアテマラは、その地形、軍部と結託した

保守的なオリガルキー層、多くの貧しい先

住民、封建的な経済社会体制などでゲリラ

闘争が起きる条件を持っていた。この国の

左翼は先に述べたアルベンスの時代に力を

つけ、その流れをくむグループから生まれ

た。まず CIA による亡命キューバ人の秘密

 
24 「キューバ革命」が成就した頃個人独裁型国家であったのは、ソモサ一族のニカラグア、ドゥバリエ

一族のハイチ、トルヒーリョのドミニカ共和国、ストロエスネルのパラグァイ、そして軍事政権が続いて

いたエルサルバドルの 5 ヶ国であった。 

訓練に反発して起こした 1960 年 11 月 13

日のクーデタに失敗し亡命した左派若手将

校等が 1962 年に「反乱軍 FAR」、1964 年

に「11 月 13 日革命運動 MR-13」を組織し

た。東部で武装闘争、都市で要人暗殺、米大

使の誘拐などを行ない、1966 年がピークで

あったが、ゲリラ間の連携不足、政府軍の掃

討、極右勢力のテロなどによって幹部が殺

害され、下火になった。その時に多くの農民

が犠牲になった。なおゲリラ活動が再び活

発になるのは 1970 年代に入ってからであ

る。 

独立しても特に産業と言えるようなもの

がなかったベネズエラでは地方主義が強く、

国家の統一が進まなかったことでカウディ

リョ政治が続いた。軍が度々政治介入した。

20 世紀に入って石油が見つかると政治と経

済は石油中心になった。人口は海岸部に集

まり中産階級や労働者階層が生まれ、石油

産業の恩恵に浴せない人達の扱いが取りざ

たされた。1945 年 10 月に改革指向の「民

主行動党 AD」が若手将校グループと結ん

で蜂起し(「十月革命」)、AD の政治が 3 年

間続いたが、その後軍事政権になり、1952

年からは若手将校グループの一人であった

マルコス・ペレス・ヒメネスが大統領になっ

た。1958 年 1 月に有産階級寄りの政策を進

めるこの独裁者が追われると、1959 年 2 月

にロムロ・ベタンクール政権(「民主行動

党」)になり、「社会民主党 COPEI」との協

定(「プントフィホ体制」)で民主的政治が始

まった。その時ベタンクール政権には国民
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の半数が国民所得の 14.3%しか占めないと

いう課題があった(Ewell 1991 p.755) 

それに対しカストロはベタンクールの改

革のスピードが遅いと批判し、また共産党

がこのプントフィホ体制から外されたこと

で、1960 年 3 月に AD から追い出たカスト

ロ派の「左翼革命運動 MIR」やベネズエラ

共産党の左派グループがアンデス山中でゲ

リラ闘争を始め、1962 年に「民族解放軍

FALN」を結成した。ところが AD が諸改革

を始めたことでゲリラは解放区を創設する

ことに失敗し、1963 年 6 月にドミニカ共和

国のトルヒーリョが加担したベタンクール

暗殺未遂事件が起こったのを機に、極左グ

ループの逮捕劇が始まり、ラウル・レオニ政

権(1964-69)も取り締まりを継続する一方、

社会改革や左翼の分断、恩赦などの懐柔政

策を進めた結果、1965 年 4 月には共産党も

合法的闘争に復帰し、FALN のゲリラ闘争

も下火になった。 

コロンビアは 19 世紀半ばから保守党、自

由党の寡頭政治が続いた。カウディリョ政

治にはならなかった。軍は数が少なく弱体

であった。1887 年から 1930 年までは保守

党政権になった。政権をとった党が政府の

ポストを総取りする慣行から両党の対立が

高じたことで(寺澤 2011 pp.82-83)、1899

年末から「1000 日戦争」という内乱になっ

た。その後保守党が自由党にも一定の閣僚・

議席数を割り当てることで和解が成り、政

治が安定した。19 世紀末にブームが始まっ

たコーヒー、金、タバコ、キナ皮(キニーネ

の原料)、バナナが主要な輸出産品に育った。

大恐慌の後自由党政権(1930-46)になり、

1946 年に自由党が割れたため保守党のマ

リアノ・オスピナが政権(1946-50)を取り戻

したが、自由党を飛び出し寡頭政治を批判

していたポピュリスト的政治スタイルのホ

ルヘ・エリエセル・ガイタンが 1948 年 4 月

に暗殺されると民衆の暴動事件(通称「ボゴ

タッソ」)が起き、10 年余にわたる「ラ・ビ

オレンシア(政治暴力)」の時代を迎える。短

い軍事政権の時代を経て、「ラ・ビオレンシ

ア」の時代を終わらせるために、1958 年に

保守党と自由党によって「国民戦線」体制が

でき、交互に大統領を出して閣僚などのポ

ストを分けることにより政治が安定した。

1991 年憲法において政党要件が緩和され

るまでこの体制が続いた。 

こうした政治体制から排除された政治団

体、労働者、農民、先住民等の反発から武装

闘争が生まれた。彼らは 1962 年にアンデス

山脈東部、南部の農村部で独立共和国を設

立したと自画自賛した。キューバの革命路

線を支持して 1964 年に学生、労働者等が作

った「国民解放軍 ELN」、1966 年に共産党

から分派した「コロンビア革命軍 FARC」、

1 年後にできた毛沢東派の「人民解放軍

EPL」が生まれた。政権を脅かすまでに至ら

なかった。それでもコロンビアでは農村部

で大土地所有制度、貧困など昔からの悪弊

がなかなか改善されず、またその地形から

討伐も容易でなく、麻薬密輸業者と組んで

「ナルコゲリラ」になって資金が潤沢であ

ったことから 1990 年代末に活動が活発な

り、2016 年に最大の組織である FARC との

和平協定が成るまで続いた。 

ペルーも海岸部のコスタ、アンデス山脈

のシエラ、東部アマゾン地域のセルバとい

う多様な地形から成り、そのシエラで寡頭

支配層の封建的な土地所有制から 1950 年

代末より貧困な南部で農民運動が生まれ、
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ゲリラ活動に発展した。運動の主体は貧困

な先住民で、1963 年に共産党から分かれキ

ューバが支援するエクトール・ベハルが創

設した「国民解放軍 ELN」、「キューバ革命」

に影響され 1965 年 6 月からルイス・デ・

ラ・プエンテに率いられたアプラ党左翼の

「左翼革命運動 MIR」が決起した。9 月に

は ELN が続いた。フェルナンド・ベラウン

デ政権(1963-68)の時代であった。しかし米

国の支援を受けた政府軍の掃討作戦によっ

て鎮圧され、1965 年 10 月にデ・ラ・プエ

ンテが殺され、ベハルも逮捕されて、同年末

までには消滅した。なお 1996 年 12 月に日

本大使館を占拠した「トゥパック・アマル革

命運動 MART」や 1980 年代以降に跳梁し

た「センデロ・ルミノッソ SL」が設立され

たのは 1970 年代後半のことである。 

[「米州機構」のキューバ制裁決議] こ

の左翼ゲリラ活動に脅威を覚えた各国政府

はキューバの動きを内政干渉であるとして

反発した。そしてカストロに同情的であっ

たラテンアメリカ諸国も米国に同調するよ

うになり、「米州機構」で対キューバ制裁に

回った。 

1963 年 11 月にベネズエラのベタンクー

ルは「米州機構」に対しキューバが国内の左

翼ゲリラに武器を供与するなど干渉と侵略

をしていると訴えた。それを受けて「米州機

構」は調査委員会を派遣しキューバの関与

を裏付けたことから、1964 年 7 月にワシン

トンで開催された第九回「外相協議」は、独

裁国やブラジル、エクアドルに誕生した軍

事政権など親米政権の支持が得られたこと

もあって、「リオ条約」に基づき、①米州諸

国政府はキューバとの外交・領事関係を維

持しないこと、②人道的理由に基づく食料、

医薬品および医療器材を除く全ての貿易を

停止すること、③人道的な理由に基づく場

合を除く一切の海運を停止すること等の制

裁措置を決議した(それでも主権と不干渉

の原則よりメキシコ、チリ、ボリビア、ウル

グアイが反対し、アルゼンチンが棄権)。 

[それでも民族解放闘争を呼びかけるカ

ストロ] それでも武力革命を唱えるキュ

ーバは屈しなかった。アジアでヴェトナム

戦争が泥沼化し始めていた頃である。カス

トロは「ミサイル危機」後対ソ批判を強め、

共産党の役割を重視するソ連の路線とは異

なる独自の道をとり、1964 年 11 月にハバ

ナで「ラテンアメリカ共産党会議」を開催し

た。そこで米ソのデタントから国際共産主

義運動の統一のために行動する必要性を述

べつつも、ラテンアメリカの民族解放闘争

への支持を表明した。また 1966 年 1 月に

はラテンアメリカ、アフリカ、アジアから

様々な革命勢力の代表をハバナに招いて

「三大陸会議」を開催し、武闘路線を決議し

た。そしてカストロは「米州機構」に対抗す

る「ラテンアメリカ連帯機構 OLAS」を創

設した。第一回 OLAS 会議はハバナで開催

され、1967 年 8 月に「革命を行うことはラ

テン・アメリカ人民の権利であり、義務で

あ」り、ラテンアメリカには革命が発展する

諸条件があるので、マルクス・レーニン主義

の原則に基づき、「武装革命闘争がラテン・

アメリカにおける革命の基本的なコースで

ある」と宣言した(加茂 1973 pp.334-337)。

カストロの武力による革命路線が最も高揚

した頃であった。 

[チェ・ゲバラの闘争] ところがこの頃

ラテンアメリカの武力革命運動の見通しは

余り明るいものではかった。次第にゲリラ
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闘争は治安当局・軍によって抑え込まれて

いった。また 1964 年にブラジル、ボリビア、

1966 年にアルゼンチンで軍事政権が生ま

れ、権威主義体制の時代を迎えていた。ドミ

ニカ共和国では 1965 年に米軍の派兵によ

って左翼勢力が抑え込まれた。そうした中

にあっても革命運動を諦めなかったのがチ

ェ・ゲバラである。 

彼は米帝国主義が世界的な組織であり、

そのゲリラ掃討作戦には⾧足の進歩がある

ので、各国の個別的な戦いでは対抗できず、

ラテンアメリカの全大陸的規模の闘争が必

要であるとして、第 2、3 のヴェトナムを作

り(ゲバラ 1967b p.210)、解放区を作った

後に国際統一指令部をボリビアに置くこと

を考えた。当時ボリビアは、1964 年 11 月

から「国民革命運動 MNR」政権を倒した軍

事政権下にあった。ゲバラがこの国を選ん

だのは、南米大陸の中心にあるという地の

利、封建制が残る先住民から成る後進国で、

良く組織された錫鉱山労働者などの左翼勢

力の支持が得られると思ったからである。

彼はいずれ隣国のアルゼンチンで革命を起

 
25 チェ・ゲバラは 1966 年 12 月 31 日にソ連派でゲリラ闘争に反対していた(アンダーソン下 2024 

pp.896-904)「ボリビア共産党」のマリオ・モンヘ書記⾧とゲリラの拠点であったニャンカウアスで会っ

た。その時ゲバラが自分の方が経験豊かであるとしてボリビアの軍事の指揮権を要求したのに対し、モン

ヘは逆にゲリラ部隊の指揮権を要求し(ラモネ 2011 pp.344-346)、会談は物別れに終わった。その結果

「ボリビア共産党」の支援が得られず、チェ・ゲバラは孤立した。 
26 チェ・ゲバラが殺害された後ゲリラ戦争のことを書き押収された『ゲバラ日記』は、世界中の報道関係

者のスクープ合戦の的になった。ボリビアを舞台に激しい争奪戦が繰り広げられたが、政府は公開を拒ん

だ。しかしコピーがアントニオ・アルゲダス内相によってひそかに持ち出され、1968 年 7 月にカストロが

前文をつけてこの日記を出版した。アルゲダスがどのような意図をもってコピーをキューバ政府に渡るよ

うなことをしたのかは謎のままである。ちなみに彼は 1968 年にチリに逃亡し、その後ボリビアに戻った

が、2000 年 2 月に持っていた爆弾によってラ・パス市内で爆死した。なお日記の原本の方はボリビア軍が

保管していたが、1984 年にサザビーズ社が競売にかけたため国際的な関心を集めた。現在は取り戻されて

ボリビアの歴史遺産になっている(Mesa Gisbert & de Mesa & Gisbert 2012 p.564)。 

こすことを考えていた(ラモネ 2011 p.333)。

1966 年 11 月 4 日に完璧な変装でラ・パス

空港からボリビアに入り、森林のないアン

デスではなく、首都から遠く離れた低地部

のサンタクルス県のジャングルで 1967 年 2

月から活動を始めた25。 

[チェ・ゲバラの死] チェ・ゲバラは

1952 年の「ボリビア革命」と「国民革命運

動」政権によって農地改革の恩恵を受けて

革命に無関心な農民や共産党の人的・物的

支援が得られない中で、3 月には捕まった

仲間の自白により居所を知られ、ボリビア

軍の偵察を受けるようになった。パトロー

ル隊を攻撃したり、7 月にサマイパタの町

で駐屯地を一時的に占拠したりする戦果も

上げたが、解放区を確保できるどころか、食

料に困り、生存することすら汲々する有様

で外の世界と連絡がとれず、次第にジャン

グルの奥に追い詰められていった26。そして

10 月 8 日にチェ・ゲバラはラ・イゲラ村の

近く渓谷で軍との戦闘中に負傷し捕えられ、

翌日に村の校舎で処刑された。その後ヘリ

でバリェグランデの町に移送され、遺体は
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24 時間病院の洗濯小屋の洗い場の上で公開

された。 

地域の住民から支援が得られず、また米

国が軍事訓練・武器供与でボリビア軍が強

化され、1967 年 4 月から作戦の助言をして

いたのが役立った(Wright 2001 p.87)。それ

でも、チェ・ゲバラの理想を求めて戦う波乱

に富んだ生き方は多くの若者を引き付け、

抵抗のシンボルになった。なお現地の集団

墓地に遺棄された彼の遺体は 30 年後の

1997 年 7 月に掘り出されてすぐさまキュー

バに運ばれ、その後サンタ・クララのゲリラ

の英雄霊廟に埋葬された。 

[ゲリラ活動の終息] なぜラテンアメ

リカの各地で「FOCO 理論」が有効でなか

ったかは、この理論が余りにも「主体的革命

論に傾斜し、武装闘争を重視するあまり、キ

ューバ革命を容易ならしめた客観的諸条件

を軽視」(松下 1987 p.133)していたからで

ある。また各国で改革に抵抗する 19 世紀以

来の封建的なオリガルキー・軍の支配体制

がキューバより強固だったということもあ

る。その上米国の訓練で⾧足の進歩を遂げ

た政府軍の攻勢があった。キューバを中心

とする武闘派とモスクワ派の共産党との間

の路線対立、中・ソ共産党の仲たがいもマス

ナスに作用した。いずれにしてもゲバラは、

自らの命に代償にして「FOCO 理論」が大

陸部では機能しなかったことを証明したわ

けである。 

その頃のキューバのことに話を戻すと、

チェ・ゲバラを送り出したカストロは 1963

年 5 月に「7 月 26 日運動」、ソ連派共産党

の「人民社会党 PSP」、学生運動に起源をも

つ革命幹部会 DR で「キューバ社会主義革

命統一党 PURS」を作り、これをベースに

1965 年 10 月に「キューバ共産党」を発足

させ、政治体制を固めた。カストロが共産党

第一書記になった。ソ連とは 1960 年代半ば

から革命に対する路線の違いからギクシャ

クした。すると 1968 年初めにソ連が石油援

助の削減、専門家の引き揚げで圧力をかけ

てきたので、両国の関係は一層深刻になっ

た。そこでカストロは 1968 年 8 月にソ連

軍がチェコスロバキアの「プラハの春」を弾

圧するために侵攻すると、テレビでソ連を

支持する姿勢を打ち出した。また 1970 年に

砂糖生産の「1000 万トン計画」が未達成に

終わると、1972 年 7 月にカストロがモスク

ワを訪問し、帰国後にキューバはコメコン

(経済相互援助会議)に参加した。こうして

1970 年代に「キューバ革命のソヴィエト化」

現象が顕著になり、ソ連・キューバ関係が改

善した(松下 1987 p.129)。 

 

6. ケネディの左翼対策 

 

「キューバ革命」に刺激されて 1960 年代

にラテンアメリカでゲリラ活動が活発にな

ったことは前記した。米国は「第二、第三の

カストロが大陸全体にわたって出現する」

かも知れないという危機感を持った(シュ

レジンガー上 1974 p.200)。米ソ間の冷戦

が西半球全体にまで拡大するかもしれない

という危惧である。米国務省も、既に 1959

年末にはカストロ主義がラテンアメリカ諸

国 に 与 え る 影 響 を 懸 念 し て い た (Welch 

1985 p.41)。アイゼンハワーもこの問題の火

消に乗り出していたが、本腰でこの問題に

取り組んだのがケネディである。第三世界

のナショナリズムが高揚する中で、ラテン

アメリカでも共産主義の浸透を防ぐことが
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喫緊の課題であった。要するに裏庭である

はずのラテンアメリカが米外交の表庭にな

ったのである。それまでの等閑視的な態度

では不十分で、新たな発想に基づく政策が

必要であった。ケネディの出した答えがラ

テンアメリカに対する「進歩のための同盟」

という援助計画であり、ゲリラ活動を掃討

するための軍事支援であった。 

 

「進歩のための同盟」 

[ケネディが提唱した「進歩のための同

盟」] まず「進歩のための同盟」について

である。ケネディは 1961 年 1 月の大統領

就任演説で「われわれの国境の南にある姉

妹共和国に対して、特に、善言を善行に移

し、新しい進歩の同盟を結んで、自由な人々

と自由な政府とが貧困の鎖を振りすてるの

を援助することを誓う」と述べた(アメリカ

学会 1982 p.59)。そして 3 月のラテンアメ

リカの外交団等を前にしてホワイトハウス

の演説で「進歩のための同盟」27を提唱した。

この「進歩のための同盟」は、1958 年 5 月

にニクソン副大統領がラテンアメリカの親

善訪問中にカラカスで激しい反米デモに遭

遇し、その時にブラジルのクビシェッキ大

統領がアイゼンハワーに提案した今後 20

年間大規模な援助をするという「パンアメ

リカ作戦」が下敷きになった(Gil 1988 p.7)。 

[「進歩のための同盟」の意図] ケネデ

ィ自身が高いプライオリティ Alliance for 

Progressーを置いた「進歩のための同盟」と

いうラテンアメリカ版「マーシャル・プラ

 
27 ケネディは、大統領選挙のキャンペーン中にフロリダ州タンパで行った 1960 年 10 月の演説で初めて

「進歩のための同盟(Alliance for Progress[英語])」に言及した。スペイン語では、定冠詞の el が付いて

Alianza para el Progreso である。定冠詞を付けたのは“ラテンアメリカの”進歩という意味を込めたかった

のであろう。 

ン」とも言える援助政策は、経済発展、経済

社会の構造改革、政治の民主化という 3 つ

を目的とした(Gil 1988 p.11)。それはケネ

ディ政権のブレインであったウォルト・W・

ロストウが唱えた、経済援助を行えば途上

国が経済発展に向けて段階的にテイク・オ

フしていくという「近代化論」に基づいてい

る。この援助の提案は、それまで米政府が民

間企業活動と投資を重視する政策をとって

きたことを考えると、従来の方針を大きく

転換するものであった。そこには過激な社

会革命の温床となる極端な貧困、広がる文

盲、大土地所有制など深刻な社会的不正義

があるので、それを克服し国内の安定を得

るために経済的に進んでいる国々が発展途

上国を援助しなければならないとの考えが

あった。そこでケネディは 1961 年 9 月の

国連総会の演説で 1960 年代を「国連開発の

一〇年」にし、南北問題への取り組みを重視

することを呼びかけた。 

もちろんこの援助政策を提案したのには

政治的意図があった。それはラテンアメリ

カのゲリラ活動を鎮圧することであった。

ケネディは、「軍事力による反革命派(注 : 

すなわち独裁)のやり方は、共産主義を強化

させる可能性があり」(シュレジンガー上 

1974 p.213)、援助を受ける国で自由主義の

価値観の近代思想を習得した中間層が育て

ば、自ずと政治的自由・民主主義、社会改革

が行われるようになり、革命の温床を根絶

やしにし、その伝播を防ぐことができると

考えた(Rabe 1999 pp.24-26)。すなわち「管
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理された革命」を行おうとした。 

こうして「進歩のための同盟」は、米国が

米州で冷戦を戦うためのツールとして始め

られた。もっとも左翼対策という政治的側

面ばかりを強調するのは適当でないであろ

う。というのもケネディの「進歩のための同

盟」は、その後の先進国の援助政策の号砲と

なるもので、実際ルーズヴェルトの「善隣外

交」と並んでラテンアメリカ諸国から高い

評価を受けた。 

[同盟が形をなすまで] ケネディは「進

歩のための同盟」の行動計画を策定するた

めに、1961 年 8 月にウルグアイのプンタ・

デル・エステで「米州経済社会理事会特別会

議」の開催を呼びかけた。それは CIA の支

援する亡命キューバ人によるピッグス湾侵

攻作戦に失敗して間もなくの頃であった。

米国からはダグラス・ディロン財務⾧官が

出席した。その席でキューバ(チェ・ゲバラ

が代表)を除くラテンアメリカ諸国は、「ア

メリカ諸国民への宣言」に署名し、「進歩の

ための同盟」の目的と目標を明確にするた

めの「プンタ・デル・エステ憲章」を採択し

た。 

 [「進歩のための同盟」の目的と目標] 

会議で採択された「アメリカ諸国民への宣

言」で謳われた同盟の目的は、民主制度の発

展強化、経済社会発展の促進、税制改革と包

括的な農地改革、公正な賃金と労働条件の

改善、文盲の撲滅、健康と衛生の改善、イン

フレの抑制と財政の安定、私的企業活動の

促進、地域統合の必要性などであった。目標

として一人当たりの実質経済成⾧率を最低

2.5%(1950 年代末の 2 倍)に引き上げるこ

とを決めた。ラテンアメリカ各国は⾧期開

発計画を立案して自主的に経済社会改革を

進めることを約束した。つまり「進歩のため

の同盟」により援助を受けるためには、民主

的な政府や社会構造の改革が条件であった。 

会議で米国は最低限 100 億ドルの公的資

金(1962 年 3 月までに 10 億ドル)をコミッ

トした。但しディロンは会議の発言の中で

最終的に先進国、世界銀行、米州開発銀行な

どの国際機関、友好国、民間からの資金を含

めると、10 年間に少なくとも 200 億ドルが

期待できようと述べた(Taffet 2007 p.33)。

米国が最終的に「進歩のための同盟」のプロ

グラムにいくら援助したのかを数字で言う

ことは難しいが、米国は重点国のチリ、ブラ

ジル、コロンビア、そして 1965 年軍事干渉

したドミニカ共和国に援助の 60%を投入し

た(Taffet 2007 p.7)。またケネディは国際的

に援助気運が高まる中で「アメリカ合衆国

国際開発庁 USAID」を創設し、「平和部隊」

の構想を公にした。この「平和部隊」は、ケ

ネディの「ニュー・フロンティア」精神の代

名詞と言えるものである。 

[「進歩のための同盟」は経済目標を達成

したか] ケネディの「進歩のための同盟」

は目標を達成したのかということが良く問

われる。結論から言えば、「進歩のための同

盟」の掲げた高い経済目標が達成されたと

は言い難い。既にケネディ政権の時代から

その限界が見えていた。ケネディの特別補

佐官であったアーサー・M・シュレジンガー

もそれを認めている(シュレジンガー下 

1974 pp.259-262)。具体的な数字でみれば、

1961-7年のラテンアメリカ諸国の経済成⾧

率は 4.5%であったが、人口増加率を差し引

けば一人当たりの GDP 成⾧率は 1.5%で、

目標の 2.5%に達しなかった(Gil 1988 p.17)。 

それでも、失敗したとまで言うのは厳し
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過ぎ、「プンタ・デル・エステ憲章」で掲げ

た高い目標を達成するまでには至らなかっ

たというのが妥当な結論であろう。その原

因は、1960 年代半ばになっても、その看板

が下されることはなかったものの、米国の

対ラテンアメリカ援助が先細りになったこ

と(Taffet 2007 p.63)、国際商品価格の下落

によってモノカルチャー型経済が打撃を受

け国際収支が悪化したこと、リンドン・B・

ジョンソン(任 1963-69)が国内で「偉大な

社会」を作ることを目指し、ヴェトナム戦争

に巨額の予算を回したこと、計画を推進す

る統一した組織や連携の欠如、米財界が同

盟にそれほど熱心でなかったことなどがあ

げられよう。他方でラテンアメリカ側の方

でも必ずしも米国からの援助を経済成⾧の

軌道に乗せる諸条件を持っていなかったと

いうこともある。西欧諸国に対する「マーシ

ャル・プラン」が成果を上げたことを見れ

ば、それは明らかだ。 

[「進歩のための同盟」と社会民主改革] 

「進歩のための同盟」の主な目的はラテン

アメリカ諸国に対する経済援助であるが、

米国は援助をする代わりに各国が民主的な

政府の下で経済社会改革を行うことを求め

た。ケネディは、1961 年 3 月に「進歩のた

めの同盟」を提唱する演説の中で、進歩のた

めの「同盟は自由な諸政府の同盟であって、

それは、この半球において存在してはなら

ない専制政治を除去するように作用しなけ

ればならない」と述べ、民主的な政府を支援

していくことを表明した。また「政治的自由

は社会的変化を伴わなければならない」と

も付け加えた(アメリカ学会 1982 pp.75-

76 )。 

それでは「進歩のための同盟」が本当に国

内改革と民主主義の進展に役立ったのかを

見てみよう。ケネディが要求した税制改革、

農地改革、教育改革などの経済社会改革は

ラテンアメリカ諸国のオリガルキーに多大

な犠牲を求めるものであった。改革の推進

者になると期待された穏健左派や中間層は

経済発展によっても弱体であった。そこで

既得権益層であるオリガルキーは改革に抵

抗して、国民の不満を抑え込むために軍部

を頼りにした。ラテンアメリカでは軍が常

に大きな政治力を持っていた。「進歩のため

の同盟」が始まったばかりの 1963 年には軍

がグアテマラ、エクアドル、ドミニカ共和

国、ホンデュラスでクーデタを起こし、1960

年代後半からは権威主義体制の時代に入っ

た。これに対し冷戦下において米国のリベ

ラル派の限界からか、ジョンソン政権も反

ソ・反共ならば軍事政権であってもやむな

しということで容認した。米国にとって安

全保障の方が民主主義や経済社会改革より

も重要であった からである(秋元・菅 2003 

p.222-223)。かくしてケネディが意図した

民主主義と改革の動きは道半ばで挫折した。 

 

ゲリラ掃討のための軍事協力 

ケネディがとったもう一つの重要な政策

が左翼ゲリラ掃討のための軍事協力である。

戦後米国は、ソ連に対しては核兵器を整備

し最少のコストで最大限の破壊力を維持す

る「大量報復」戦略を打ち出す一方、友好国

とは同盟を結び政治的・経済的関係を深め

る政策をとった。1961 年 1 月にフルシチョ

フが第三世界の民族解放闘争への支援を公

言していたので、ソ連に働きかければ、途上

国でも紛争を阻止できるのではないかと期

待した。ところが「キューバ革命」が起こり、
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正規軍がゲリラ戦で敗北する様を目の当た

りにすると、反植民地主義、民族自決、主権

の尊重を求める第三世界で紛争を勝ち抜く

ためには、ソ連を相手にする「大量報復」戦

略だけでは効果がないと考え、アイゼンハ

ワー政権の後期には途上国に対する軍事援

助の方針の見直しを迫られるようになった

(Wright 2001 pp.61-62)。 

その時にケネディが打ち出した戦略は、

ソ連陣営に対処するために軍備の増強を続

けるとともに、それまでの「大量報復」戦略

から、限定戦争やゲリラ戦などの非正規戦

のために通常兵力を強化する「柔軟反応戦

略」であった。ラテンアメリカでは、既にト

ルーマン時代から軍事援助を始めていたが、

額を 1.5 倍にした。米国防省とラテンアメ

リカの軍部との人的関係を強めていたが、

軍事援助が 1962 年半ばには左翼勢力の脅

威に対する「カウンター・インサージェンシ

ー作戦(反政府勢力の活動に対抗し地元民

の人心を掌握するため作戦行動)」を重視す

る政策に比重をおいた。各国で軍が「シビッ

ク・アクション」と銘打って農村で道路、灌

漑などの公共土木工事を行うプロジェクト

を推進した。そして軍の反乱に対処する能

力を向上させるために軍事援助を増額し、

対ゲリラ戦用武器供与、フォート・ブラッグ

のアメリカ陸軍の訓練学校とパナマ運河地

帯の特殊学校28でラテンアメリカの軍人に

対し治安維持、対ゲリラ戦軍事訓練を施し

 
28 1946 年に設立されたパナマ運河地帯のフォート・ギューリックにある「米州アメリカ陸軍学校 SOA」 

(1963 年「アメリカ学校」に名称)では、共産主義と民主主義、対ゲリラ戦のための戦略、地下組織の政治

活動の監視や大衆蜂起への対処法、尋問、情報収集のノウハウ、出版検閲、政治犯の扱いについて講義や

実践訓練し、1960 年代に 2 万人以上の将校を訓練した(Wright 2001 p.64)。 

 

た。その目的は各国の対ゲリラ掃討戦を支

援し、思想的に教宣された軍人が本国に帰

り政治の中枢に就くことであった。訓練や

助言をするためにグリーン・ベレーを相手

国に送ることもあった。また暴動を鎮圧す

るために治安に第一義的責任を持つ警察力

のアップと情報収集に対する援助も強化し

た(Rabe 1999 pp.129-133)。こうした軍事援

助は軍部を強化し、軍人の政治意識を高め、

1960 年代後半からの軍政時代を招く一助

となった。 

 

 まとめ 

 

ここで冷戦構造ができた戦後の西半球情

勢に関するこの稿の内容をまとめておく。 

米国は第二次世界大戦を終える頃よりソ

連と冷戦に入った。その時に米国が米州で

とった戦略は集団安全保障体制の構築であ

った。その時にできた「全米相互援助条約」

は、米国が他地域で結ぶ集団安全保障条約

の先駆けとなるものであった。実施機関と

して「米州機構」も創設した。設置の目的は

ソ連が西半球に勢力を伸ばしてくるのを阻

止することであった。実際の脅威として米

国が想定していたのは、マルクス・レーニン

主義思想が域内の左翼勢力と結ぶ事態であ

った。その最初のケースとなったのがグア

テマラで、経済的ナショナリズムから経済

社会改革を試みるアルペンス政権の農地改
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革をきっかけに CIA が行った干渉である。

その直前に起った民族主義的性格の強い

「ボリビア革命」の場合は、はるか遠い南米

のことであり、過激な左翼勢力の伸⾧を阻

止するためということで革命政権を支援し

た。 

この頃ラテンアメリカの人々は、独裁政

権を支援し援助要請に応じようとしない米

国に不満を募らせていた。その不満が噴出

したのが、1958 年 5 月にニクソン副大統領

がカラカスを親善訪問した際起った反米デ

モである。するとアイゼンハワーは独裁が

左翼主義の勃興を招くと考えて、民主政府

の樹立と援助の実施に政策の舵を切り始め

た。ところでて米国が本格的に西半球への

共産主義の浸透の脅威を覚えるのは「キュ

ーバ革命」であった。カストロという強烈な

カリスマ性を持つ指導者が成し遂げたこの

革命は、それまでの特異な米・キューバ間の

歴史もあって反米的になり、キューバはソ

連陣営に走った。そこで米国は、キューバを

「米州機構」から追放しようとするが、当初

はラテンアメリカ諸国側の賛同を得られな

かった。 

ところが、「キューバ革命」が多くの若者

の共感を呼び、強固なオリガルキー支配、封

建的な経済社会体制、貧困、格差、脆弱な民

主体制の解決策の一つになると思われたこ

とで、幾つかの国でゲリラ活動が起こった。

これに対しケネディはその対策として「進

歩のための同盟」という援助政策を打ち出

した。また左翼に対する最後の砦としての

軍を強化するためにゲリラ鎮圧の訓練を施

し、軍事援助を増額した。1953 年から 1961

年まで援助額の平均が 58 百万ドルであっ

たものが 1962-65 年には 129 百万ドルにま

で伸びた(Wright 2001 p.65)。この支援は軍

人の政治意識を高め、軍の政治舞台への登

場を助けることになる。 

他方米国は「進歩のための同盟」でラテン

アメリカ諸国に対し援助を実施する条件と

して国内改革と民主化を要求した。ところ

がオリガルキーは自分の利益を守ろうとし

て改革に抵抗し、軍部を頼るようになった。

その結果ラテンアメリカでは 1960 年代後

半から軍政の時代を迎えた。 
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付論 

 

1952 年の「ボリビア革命」と米国 

[「ボリビア革命」の背景] 米 CIA がグ

アテマラのアルベンス政権に干渉する前の

1952 年に起こったのが「ボリビア革命」で

ある。第三世界で起った民族運動の一つで

ある。 

この頃のボリビアは、1880 年以来オリガ

ルキーが支配するレッセフェールの自由主

義国家で、農民を搾取する大土地所有制が

支配する農業(農家が人口の 66%)中心の遅

れた国であった。農業国であるにもかかわ

らず食糧の 20%を輸入に頼っていた(Mesa 

Gisbert & de Mesa & Gisbert 2012 p.533)。

都市の中産階級はないに等しく、文盲率も

高く、選挙権を持つ者は人口 300 万(1952

年)のうち 15 万であった(上村 2019 p.43)。

工業が発達せず、唯一の産業と言えば鉱業

と石油の採掘くらいで、ポトシ銀山による

繁栄ははるか遠い昔のことであった。20 世

紀になって鉱業で重要になったのが錫で、

「錫の男爵」と呼ばれた三つの民族系財閥

が所有するi錫鉱山は、投資が行われない上

に山スズであることから生産コストが高く、

国際競争力がなかった。  

[革命の経緯] ボリビアはチリとの「太

平洋戦争」で海への出口、ブラジルとの間で

アクレ地方を失い、パラグァイと戦った「チ

ャコ戦争」にも敗けた。特に大恐慌後の混乱

の中で「チャコ戦争」に敗北した国内的影響

は大きく、オリガルキー体制が崩壊するき

 
i 3 大民族錫資本が、1952 年の革命時にボリビアの錫生産の 85%、外貨収入の 95%、国家収入の 50%を

占めていた(上村 2019 p.124)。 

っかけになった。戦争後の 1936 年 5 月に

ダビッド・トロ、その後ヘルマン・ブッシュ

という若手将校による改革派の軍事政権

(1936-39)が誕生した。その後も改革の流れ

は途絶えなかった。 

それでも左右勢力の不安定な政治が続き、

現状に対する国民の不満が高まる中でビク

トル・パス・エステンソロ、エルナン・シレ

ス・スワッソ等の「国民革命運動党 MNR」

は、反オリガルキー、親鉱山労働者・農民を

旗印に 1940 年代から活発な政治活動に乗

り出した。そして 1952 年 4 月に政府に反

感を強めていた市民、農民、鉱山労働者、知

識階層等と組んでオリガルキー層が推すウ

ゴ・バリィビアン軍事評議会(1951-52)を力

で倒し、民族主義的性格の強い革命を起こ

した。共産主義革命ではなかった。発足した

MNR 政権(1952-64)は、オリガルキー体制

と軍部の支配を打破するために、鉱山労働

者の組合で戦闘的な「ボリビア中央労働組

合 COB」を率いるホワン・レチン・オケン

ドなどの左翼勢力を取り込み、1952 年 7 月

から普通選挙、三大鉱山の国営化、軍の縮小

と再編、農地改革・教育改革などの諸改革を

始めた。 

[米国は MNR 政権を支援] 「ボリビア

革命」が勃発すると、トルーマンは 1952 年

6 月にパス・エステンソロ政権(1952-56)を

承認した。それは、革命によって軍が縮小さ

れる中で混乱を回避したいということもあ
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ったが、レチン・オケンドなどの左派を排除

し MNR の穏健派を支持することが革命の

過激化と共産化を防ぐ唯一の道だと考えた

からであった(上村 2019 pp.130-132)。そ

の時にボリビア革命指導者が反共・対米協

調路線をとったのが米国とギクシャクする

のを回避するのに役立った。また鉱山の国

有化で米系の W・R・グレース社を含む中小

資本は対象外となり、農地改革の対象にな

る土地もほとんどなかったことが幸いした

(上村 2019 pp.135 & 162)。 

[グアテマラのケースと米国の対応がわ

かれた理由] CIA の干渉を受けたグアテ

マラとの違いについて、上村直樹はボリビ

アの革命指導層の米国に対する融和的態度、

共産主義に関する米国の懸念を除く努力、

革命政権による米国との信頼醸成の努力を

指摘しているが(上村 2019 p.231)、筆者は

それに加えてボリビアが環カリブ地域の国

でなく遠い南米の内陸に位置しており米国

にとっての戦略的重要性の違いも加えたい。 

[始まった巨額な米国の援助] アイゼ

ンハワーは MNR の穏健派を支持するトル

ーマンの政策を踏襲した。経済発展のため

に民間資本を重視する姿勢をとってきたに

もかかわらず、革命後の経済の悪化と政情

不安が⾧引かないようにパス・エステンソ

ロ政権に対し 1953 年 9 月から資金援助、

小麦粉などの食糧援助に始まって、財政援

助、健康・教育、インフラ整備のための援助

など破格の経済援助を実施した。その援助

額は 1953 年から 1961 年までに 192.5 百万

ドル (その うち 贈与 が 178.8 百万 ドル ) 

(Rabe 1988 p.77)に達した。こうした米国の

援助は経済規模の小さいボリビアのことで

有効に機能し、革命が過激化するのを防ぐ

のに役立った。もっともアイゼンハワーは

1956 年から「副次的な保険」として軍を育

てることも忘れなかった。
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